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◎開 議

午前９時０分開議

○議長（新井 實君） ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから散会前に引き続き、本日の会議を開きます。

──────────────────◇──────────────────

◎日程６ 一般質問について

○議長（新井 實君） 一般質問を続行いたします。

１番黛浩之議員。

〔１番 黛 浩之君発言〕

○１番（黛 浩之君） 皆さん、おはようございます。

議席番号１番黛浩之です。

議長の許可をいただきましたので、順次質問させていただきます。

今回の私の質問は、アスベストに関する町の取り組みについてと、こむぎっち号の利用状況

についての２点です。

近年、メディア等で多く取り上げられておりますアスベストの健康被害ですが、一般的には

まだそれほど認識されておりません。そこで、今回の私の質問で少しでも住民の方々に関心を

持ってもらえたらと思い質問させていただきます。

日本が高度成長期に突入したころ、マンションその他の建築物があらゆる場所で数多く建て

られました。その時期に海外から輸入され使用された材料がアスベストであります。当時は断

熱、防音、防火性に優れた奇跡の鉱物と言われ、国が奨励し、ほとんどの建物で使用されてい

ました。

しかし、1975年（昭和50年）９月には国がアスベストの吹きつけを禁止させました。なぜな

らば、国はこれに対して発がん性があることを知っていたからなのです。

大変残念なことですが、アスベストによる被害者は年々増加し、厚生労働省による人口動態

統計によれば、中皮腫による死亡者は平成29年で全国総数1,555人とあります。１日４人の方

がこの病気で亡くなっているのです。

まず１つ目の質問の中から①石綿健康管理手帳についてですが、平成25年９月議会定例会に

おきまして、山下町長が総務経済常任委員長のときに、建設技能者の石綿に係る健康被害の予

防・救済に関し国に意見書提出を求める請願が採択されました。

この請願要旨の１つに、石綿健康管理手帳についてのさらなる周知と健康診断をできる医療

機関を増やしてくださいと記されていましたが、これが現在町民にどれくらい周知されている

のか、また、何人くらいの人がこの手帳を持って無料健診を受けられているか、町長の答弁を



－56－

お願いいたします。

また、環境省は平成29年度に建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスク

コミュニケーションガイドラインを策定しました。このガイドラインを住民に周知させ、解体

工事現場周辺住民の暴露対策を徹底させるために、町による周知事業が重要だと思いますが、

町長はどのようにお考えですか。

平成26年、国土交通省は自治体に対し台帳整備事業を勧めています。これは震災が発生する

以前に、自治体の民間建物を含む全ての建築物のアスベスト調査を行いデータベース化する事

業で、震災直後の解体工事などの際に重要な情報になるものです。また、民間の解体工事の際

のアスベストの調査の目安にもなるものです。この台帳整備事業を速やかに行うよう提案しま

すが、町長はいかがお考えですか。

②の公共建築物のアスベスト調査についてですが、平成17年度に文部科学省から学校施設等

における吹きつけアスベスト等使用実態調査というフォローアップ調査を行っていますが、当

町全ての公立学校のフォローアップ調査の結果をお示しください。また、この調査を行った者

はどのような職業でどんな資格を持った者か、教育長の答弁をお願いいたします。

次に、地域コミュニティバス「こむぎっち号」の利用状況、フリー降車制度について質問さ

せていただきます。

今年６月15日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」において、現行の

総合戦略に続く次期５カ年総合戦略を策定することの必要性が示されました。地方創生は、

2060年（平成72年）という次の世代やその次の世代の危機感を共有し、人口減少に歯どめをか

けて、それぞれの地域に活力を取り戻していくための息の長い政策であります。各地方公共団

体が長期的な視点を持ち、不断の取り組みとして地方創生を推進するためにも総合戦略は最も

重要な計画であるとされています。

しかしながら、人口の急激な減少と高齢化に対しては総合戦略による一定の施策は講じてき

ているものの、移住、定住者の増加や合計特殊出生率の上昇などといった数値において、これ

ら施策はすぐに効果があらわれるものではありません。

今後の町づくりは、人口の急激な減少と高齢化の中にあっても、高齢者や子育て世代にとっ

て安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面、経済面において持続可能な都市

経営を可能とすることが大きな課題であります。

こうした中、医療、福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者を初めとする

住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含め

て都市全体の構造を見直し、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えで進めていくこ

とが重要なのではないでしょうか。
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コンパクトシティ・プラス・ネットワークは、空き地等の低・未利用地が時間的、空間的に

ランダムに発生する都市のスポンジ化が生じるなど、人口減少によって自治体の運営そのもの

が立ち行かなくなる状況を未然に回避することを目的とし、都市機能や住宅を中心部に集約す

る都市のコンパクト化と、これに加えて電車、バス、タクシーなどをストレスなく乗り継げる、

住民がジャストインタイム、使いたいときに使えるということですね、に目的地へたどり着け

る利便性が確保された公共ネットワークの構築を推進することで実現できるものであります。

国では、今後このような計画策定に向けた支援を拡大していくとのことですので、是非とも

上里町でも、都市のコンパクト化と利便性が確保された公共交通ネットワークの構築に向けた

取り組みについては早期に対応していただき、あわせて地域運営組織の形成促進等を含めた地

方創生並びに急激な人口減少の中にあっても持続可能な町を目指していきますよう、山下町長

へお願い申し上げます。

さて、現行の地域コミュニティバス「こむぎっち号」は平成32年度末までの５年間の運行契

約により運行しており、新たな運行形態等については外部委員会を含む協議会等において今後

検討していくと、今年６月議会において山下町長から御回答をいただきました。

大幅な運行形態の変更やリニューアルができない状況下にありながらも、高コスト、低利用

のこむぎっち号の現状課題を軽減するための一手として、今年の10月より開始されている特定

区間において停留所以外での降車ができるフリー降車でありますが、実際にどの程度の効果が

出ているのか、また、フリー降車の具体的な利用人数や利用頻度の高い場所がわかりましたら

お聞かせください。

以上の２点につきまして、町長と教育長の答弁をお願いいたします。

○議長（新井 實君） １番黛浩之議員の質問に対して、町長の答弁を求めます。

町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 皆さん、おはようございます。

黛浩之議員の質問にお答え申し上げます。

まず、１番目、アスベストに関する町の取り組みについての御質問にお答え申し上げます。

まず、１番目の石綿健康管理手帳についてでございます。黛議員は「せきめん」とおっしゃ

いましたが、町としては「いしわた」で統一させていただきますので御了承願います。

石綿健康管理手帳は、過去に石綿等を製造し、または取り扱う業務に従事し、健康診断で一

定の所見が認められる場合や、当該業務に一定の従事期間にある場合は、離職の際に事業所所

在地の都道府県労働局による石綿健康管理手帳の交付の申請をすることにより交付されます。

また、議員のおっしゃるとおり平成25年９月議会定例会において請願、採択された同月内、
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厚生労働省及び国土交通省へ送致しているところでございます。

御質問の周知についてでございますが、厚生労働省の公式ホームページにおいて石綿健康管

理手帳の交付方法、無料診断などの情報を詳細に掲載している状況であります。また、独立行

政法人環境再生保全機構では、医療機関を中心にチラシの配布を行ったり、一般の方を対象と

して新聞、テレビ、ラジオを利用した広報を行っているところでございます。

住民の方への周知の度合いにつきましては不明でございますが、町としても周知していく必

要があると考えていますので、広報かみさとやホームページなどを活用した周知につきまして

調整していきたいと考えております。

次に、町内に石綿健康管理手帳の保有者数と無料健診の受診者数でございますが、厚生労働

省の担当部署へ確認しましたが、公表していないとの返事でございましたので御理解いただけ

ればと思っております。

次に、建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガ

イドラインですが、こちらは事業者が周辺住民に掲示、チラシの配布、回覧、戸別訪問による

説明、説明会などのリスクコミュニケーションを実施するための要領や留意事項についてのガ

イドラインでございますので、埼玉県北部環境管理事務所におきまして事業者への周知が行わ

れているところでございます。

次に、議員御指摘の台帳整備についてでございますが、平成26年に国土交通省が、アスベス

ト含有建材が使用された可能性がある民間建築物についての調査マニュアルを作成し、地方公

共団体に対して、平常時における大気汚染防止法等に基づく届け出漏れの把握や解体等工事の

現場への指導、災害時におけるアスベストの飛散、暴露のおそれがある建物の早期特定やその

情報の提供に活用するための台帳整備を促しております。町では、これまで公共建築物につい

てのアスベスト調査を実施しておりますが、さらに確認のための方策を考えてまいりたいと思

っております。

民間所有のアスベスト使用建物につきましては、現在のところ調査をしておりませんが、民

間建物を含む町内全ての建物のアスベスト使用有無を調査することは大変困難であると考えて

おりますが、調査マニュアルに基づき一定の区分に応じて優先順位の高いものについて検討し、

台帳整備につきまして今後努力してまいりたいと考えております。

②公共建築物のアスベスト調査については、教育長のほうから答弁させていただきます。

次に、２、こむぎっち号の利用状況、フリー降車制度についての御質問にお答え申し上げま

す。

地域公共交通については、高齢者や自動車を利用できない方などにとって、地域の足として

重要な移動手段であると考えております。近年においては、高齢化や過疎地域の問題などが懸
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念される中で、地域公共交通に求められる役割も変化してきております。そのため、町として

も地域戦略の一環として、持続可能で利便性が確保された公共交通ネットワークの形成を進め

ていくことは非常に重要であると考えております。

コミュニティバス「こむぎっち号」に関しては、現状の課題を軽減させる一手として、今年

の10月１日から北部ルートと南部ルートの一部区間でバス停以外の場所でも降車が可能となる

フリー降車制度を導入させていただきました。10月の１カ月間でフリー降車制度を御利用いた

だいた方は、北部ルートで13人、南部ルートで９人でした。また、フリー降車制度の利用頻度

の高い区間については、北部ルートでは八町河原と池上神社の間で４人、アグリホールと神保

原公民館の間で３人となっております。また、南部ルートではセブンイレブン長浜店と長幡小

学校北の間で４人となっております。

フリー降車制度の効果としましては、10月１日に開始したところでもありますので、今後、

フリー降車制度利用者向けアンケート等で意見を伺い、効果検証を行った上でよりよい制度に

していきたいと考えております。今後も、多くの方にフリー降車制度を御利用いただけるよう

周知に努めていきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（新井 實君） 次に、教育長の答弁を求めます。

教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） おはようございます。

黛浩之議員の１、アスベストに関する町の取り組みについて、②公共建築物のアスベストの

調査についての御質問にお答え申し上げます。

学校施設のアスベスト調査につきましては、他の公共建築物の調査と同様に平成17年から平

成20年にかけて民間調査会社に委託し、実施いたしたところでございます。

議員が御説明されました学校施設における吹きつけアスベスト等の対策状況フォローアップ

調査は、文部科学省が主体となり、先ほどの調査結果をもとにその後の状態について調査が行

われているものでございます。

御質問の学校施設等における吹きつけアスベスト等の対策状況フォローアップ調査の昨年度

の回答内容でございますが、小学校については５校のうち３校、中学校につきましては２校の

うち１校に吹きつけアスベスト等がある旨、回答をしたところでございます。

ただし、その回答でございますが、その状態につきましては、４校全ての学校におきまして

損傷や劣化等により石綿等の粉じんが飛散し暴露のおそれがない状態となっている旨、回答を

あわせてさせていただきました。
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また、フォローアップ調査は当初の調査結果を基にした現場の状況の変更を報告する趣旨で

ございます。調査を行った人物につきましては、学校教育課の職員や学校現場の教員等が目視

により現状を確認した結果を報告していますので、資格を有する者の調査ではございません。

以上でございます。

○議長（新井 實君） １番黛浩之議員。

〔１番 黛 浩之君発言〕

○１番（黛 浩之君） 御答弁ありがとうございました。

それでは、再質問のほうをさせていただきます。

先ほど町長から御回答をいただきました石綿健康手帳、こちらに関しては回覧等を使用して

住民に周知していくという御回答をいただきましたが、これをワープ上里等の施設をお借りし

まして、有識者を招待して住民の皆様に周知させるという、そのような形態はどのようにお考

えでしょうか。お願いいたします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 黛議員の質問にお答えさせていただきます。

先ほど申しましたように、住民への周知というところでは広報かみさととかホームページと

か、そういったところで周知するとともに、有識者という点ではその石綿の危険性というもの

を住民に知っていただく機会としては大変有効であると思っております。

しかしながら、規模とかそういった対象者、そういったものをどうやっていくかはこれから

考えていく必要があるかと思うし、実際こういったことに対して関心を持たれている方もいら

っしゃると思いますので、そういったところで住民の皆様の要望等を踏まえながら、今後判断

してまいりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（新井 實君） １番黛浩之議員。

〔１番 黛 浩之君発言〕

○１番（黛 浩之君） 教育長に、次にお尋ねいたします。

先ほど御回答いただきました、小学校で３校、中学校で１校石綿のほうが使用されていると

御回答いただいたところですが、私がまだ小学生のときですかね、理科の実験で石綿金網とい

うのを使った記憶がございまして、それが現在使用はされていないわけですが、何年ごろまで

小学校・中学校で使われていたかをお尋ねいたします。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕



－61－

○教育長（下山彰夫君） 黛議員の再質問にお答えさせていただきます。

授業の際に使用していた石綿金網がいつまで使われたのかということでございますけれども、

平成18年度まで使用されておりました。学校施設等におけるアスベスト対策について、国から

平成18年10月13日付で通知があり、授業等において使用される石綿付金網については、計画的

にアスベストを使用しない製品に代替に努めるようにという指示が出されたものを受けまして、

町といたしましても平成19年度以降授業には使っていない状況でございます。

以上です。

○議長（新井 實君） １番黛浩之議員。

〔１番 黛 浩之君発言〕

○１番（黛 浩之君） ありがとうございます。

それを使われていた平成18年以前の児童・生徒らにつきまして、それら数年たってから健康

被害等の出たという報告はございませんでしょうか。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 健康被害がでているかどうかと、訴えがあるかということでござい

ますけれども、町内の小・中学校に対して卒業生から健康被害の訴えがあったという報告はま

だ来ておりません。

また、健康保健課に聴取しましたところ、アスベストによるやっぱり健康被害を訴えた町民

はいないというふうな報告を受けているところでございますので、現時点では健康被害は出て

いないというふうに考えております。

○議長（新井 實君） １番黛浩之議員。

〔１番 黛 浩之君発言〕

○１番（黛 浩之君） 御答弁ありがとうございました。

２つ目の質問のほうで、こむぎっち号のほうの再質問をさせていただきます。

今、横浜市などではＡＩによる効率的な配車、乗り合わせ運行管理等を行っておりますが、

当町でこのようなシステムを採用するようなことはお考えでしょうか。

町長にお願いいたします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 黛議員の御質問に対して答弁させていただきます。

横浜市のことについてちょっと調べましたところ、ＡＩというところで配車とかそういった

もの、ＡＩというのは人工知能ですね、そういったものを運行管理に使えないかということで、
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デマンド型と言いますか、そういったものでありますね。

町としても運行形態を見直しという中でも、この横浜市の場合は、横浜市とＮＴＴドコモ、

それから未来シェアという、そういった開発会社と横浜市とが組んで平成30年10月からやって

いるということで伺っていまして、オンデマンド型乗り合い交通システムということで実証実

験を行っているようでございます。また、ほかのところでも東芝デジタルソリューションとい

うところが、やはりオンデマンド型のＡＩを活用した実証実験を行っているようでございます。

町としても、こういったＡＩ技術といいますか、人工知能を使った技術を最新のシステムと

いうことでいろいろ実証実験を行われているようですので、この実証実験の結果を見据えて、

今後検討の形で注視してきたいと思っております。

以上です。

○議長（新井 實君） １番黛浩之議員。

〔１番 黛 浩之君発言〕

○１番（黛 浩之君） 御答弁ありがとうございます。

もう一つ、こむぎっち号のことなんですが、世界的にキャッシュレスになりつつある中で、

交通系のＩＣカード、これがＳｕｉｃａ等が代表的なものなのですが、今、スマートフォンで

スマートＳｕｉｃａとかありますが、これの電子決済による、こむぎっち号に導入してそれを

やれば若年層の狙いがとれるのではないかと、こんなふうに考えているのですが、これを町に

取り入れてそのシステムを使うという方向はどうでしょうか。

町長にお尋ねします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 黛議員の質問の中で、電子決済という話が出てまいりました。Ｓｕｉ

ｃａとかスマホとかの電子決済というのは、本当に普及が早い、非常に交通の手段として非常

に利便性の高いことは承知しておりまして、そういった中で現金のやり取り等が、煩雑さが解

消されるという利点はあるかと思いますし、運営会社としても省力化の流れの中で非常に利便

性が高まってきていると思っております。

現状のこむぎっち号は、１回乗るたびに100円という統一料金体系で非常にわかりやすく利

用者に周知されているかと思います。料金体系が複雑になった場合については、比較的その省

力化で決済ができるという意味での利便性はあるかと思いますが、今の運行形態があと２年継

続することになりますので、新たな運行形態を検討する中でこの電子決済を導入するかどうか、

協議会の中で検討していきたいと考えておりますので、御理解いただければと思っております。

以上です。
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○議長（新井 實君） １番黛浩之議員の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午前９時３０分休憩

────────────────────────────────────

午前９時４５分再開

○議長（新井 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続行いたします。

11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） 議席番号11番納谷克俊であります。

通告に基づき、一般質問を行います。

今回の私の一般質問は、上里ゴルフ場について、森林環境税・森林環境譲与税についての２

点であります。

以下、順に簡潔に伺ってまいりますので、答弁のほどよろしくお願い申し上げます。

初めに、上里ゴルフ場について伺います。

上里ゴルフ場は、上里町烏川・神流川総合運動公園内の有料公園施設であり、ゴルフ場用地

の多くは民間地権者からの借地となっております。開場当初の平成元年から平成21年３月まで

の間は、埼玉県が地権者と土地賃貸借契約を締結してゴルフ場を運営しておりました。その後、

平成21年４月１日に上里町が県有施設の無償譲渡を受け、新たに民有地について町と地権者が

10年間の土地賃貸契約を締結し、町から株式会社さいたまリバーフロンティアに10年間の管理

許可を行い、同社が管理運営を行っていると認識しております。

平成21年４月以降、これまでの間、株式会社さいたまリバーフロンティアから町に支払われ

る管理許可使用料と、町が地権者に支払う借地料の差額分を、公共施設等用地取得及び施設整

備基金に積み立て、おおむね平成26年度から、同基金を原資に地権者の同意を得られたところ

から順次土地の買収を始め、現在に至っておると思います。

そこでお伺いをいたしますが、上里ゴルフ場用地取得割合はどのようになっているのでしょ

うか。コース部分、クラブハウス部分、別にお示しいただきたいと思います。また、今年度及

び今後の取得状況、取得見込みについてもあわせてお伺いをいたします。

上里ゴルフ場については、私は平成25年９月議会で一般質問を行っております。そのときに

も将来の管理運営方法について質問をさせていただきました。当時の町長から、平成31年３月

末の管理許可期限後も、ゴルフ場運営の実績のある株式会社さいたまリバーフロンティアに引

き続き運営をしていただきたいとの答弁をいただきましたが、あわせて指定管理者制度につい
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ても十分調査研究をしていく必要があるとも答えられております。

それから後、全員協議会において、上里町ゴルフ場管理運営方策検討概要という資料をもと

に、事業化の方策や今後の課題等について説明がなされました。事業方式については、都市公

園法第５条に定める設置管理許可による管理許可方式、事業期間については５年間管理運営期

間とすること。今後の課題としては、施設使用料や株式会社さいたまリバーフロンティアの管

理許可継続希望の有無などが挙げられました。特に、現行の管理許可使用料と、株式会社さい

たまリバーフロンティアが事業収益ベースで独自に試算した使用料では、２倍以上の乖離が生

じております。

来年３月31日には、ゴルフ場用地の土地賃貸借契約と、さいたまリバーフロンティアへの管

理許可の期限を迎えるわけでありますが、引き続き上里ゴルフ場を営業していくには新たな土

地賃貸借契約の締結の問題を含めて、さまざまな課題が山積していると認識しております。来

年４月１日以降における上里ゴルフ場の管理運営方式について、町長はどのように考えておら

れるのでしょうか。事業化方策の検討の進捗状況とあわせて、町長の答弁を求めるところであ

ります。

次に、森林環境税・森林環境譲与税についてお伺いをいたします。

本年可決成立し、来年４月１日に施行される森林経営管理法の規定する新たな新システムを

前提として、平成31年度税制改正において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されること

となりました。

森林の有する地球温暖化防止や災害防止、国土保全、水源涵養等の機能については、広く国

民に恩恵を与えるものであります。それら機能を有する森林を支える仕組みとして、国民が広

く、等しく負担するための制度設計として森林環境税が創設され、その課税に当たっては、個

人住民税の均等割の納税義務者に対して定額の負担を求めることが適当とされました。徴収方

法としては、個人住民税の均等割納税者に、国税として１人年額1,000円を上乗せし、市町村

が徴収をし、国の交付税及び譲与税特別会計に入るとのことであります。

そのようにして集められた税の全額を、私有林、人工林面積や林業就労者数、人口を譲与基

準として、市町村及び都道府県に森林環境税として譲与をされるようであります。

課税時期については、東日本大震災を教訓として、各地方公共団体が行う防災施策にかかわ

る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引き上げが終了した後の平成36年、2023年から

とされております。

譲与税については、森林経営管理法の施行とあわせて、課税に先行して来年度から譲与を開

始されるとのことであります。譲与税の使途については、市町村は間伐や路網といった森林整

備に加え、森林整備を促進するための人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発に
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充てなければならないとされております。

上里町のように、平たん地で山林のない市町村においては、森林環境税が森林環境譲与税の

額を大幅に上回ると予想をされますし、また、森林整備といってもイメージが湧きづらいので

はないのかというのが実情ではないでしょうか。

そこでお伺いをいたしますが、今後、永続的な歳入となる森林環境譲与税創設における町の

役割について、町長はいかがお考えでしょうか。また、森林環境税については、個人住民税の

均等割納税者に対し、国税として１人年額1,000円を上乗せして町が徴収するということであ

りますが、町民全体ではどのぐらいの負担になるのでしょうか。そして、森林環境譲与税の譲

与基準、先ほど申し上げましたけれども、その詳細がわかりましたら、また、譲与税の額はい

かほどになるのでしょうか。

譲与税の使途につきましては、上里町の現状からすると、森林整備を支えるとともに、森林、

林業への理解促進につながる木材利用や、普及啓発等の取り組みを進めていくことになるので

あろうと思われます。当面は、学校の校舎内装木質化などの取り組みが思い当たるところであ

りますが、直近では公立保育園建設に関係しての有効利用が最善であると考えます。また、そ

の使途については公表することが求められております。

そこでお伺いいたしますが、来年度からスタートする森林環境譲与税の当面の使途について、

町長はいかがお考えでしょうか。

これで最初の質問を終わります。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員の質問に対して、町長の答弁を求めます。

町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） ただいまの納谷克俊議員の御質問に順次お答え申し上げます。

まず、１、上里ゴルフ場についてのお尋ねのうち、①ゴルフ場用地の取得状況と今後の見通

しについてでございます。

上里ゴルフ場用地の取得状況でございますが、平成26年度から借地契約をしていた土地の取

得に着手いたしました。平成29年度末時点で、コース部分が約32％、クラブハウス部分が53％

取得できております。借地していた箇所全体の約33％を用地取得しております。

現在、用地を取得していない地権者が97名おりまして、用地取得の意向調査結果をもとに、

平成30年度も引き続き用地交渉を行っておりますが、土地の売却には抵抗がある方、または借

地でお願いしたいという方もいらっしゃって、意見が多くございます。

このような意見が多数ある中で、平成31年度以降のゴルフ場用地の取得につきましては、売

却の申し出があった場合には取得させていただき、借地を希望している地権者につきましては、
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引き続き用地借地契約をさせていただき、ゴルフ場運営を継続してまいりたいと考えておりま

す。

次に、②今後の管理運営方法についてでございます。

上里ゴルフ場の管理運営につきましては、上里町が埼玉県から無償譲渡された平成21年４月

から、株式会社さいたまリバーフロンティアへ10年間の管理許可を与え、管理運営しておる状

況でございます。

平成30年度をもちまして、10年間の管理許可の期限となりますが、平成31年度以降も継続し

てゴルフ場を運営する方針で調整しておるところでございます。

平成31年度からの管理運営につきましては、今後のゴルフ人口の動向等を踏まえ、５年間の

管理許可とすることで進めております。

さらに、５年後には再び許可期限を迎えるわけでありますが、それ以降のゴルフ場の運営に

つきましては、そのときの社会情勢等を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。

ゴルフ場の管理許可使用料につきましては、不動産鑑定士により鑑定した土地価格や、埼玉

県から譲与された時点の建物の県評価額を減価償却し、適正な使用料を算出しております。引

き続き、上里ゴルフ場の安定的な運営を確保するため、管理運営を予定している事業者との調

整を行うとともに、関係地権者の皆様の御理解と御協力をいただけるよう努めてまいりたいと

考えております。

次に、続きまして、２、森林環境税・森林環境譲与税についての御質問にお答え申し上げま

す。

まず、①森林環境税及び森林環境譲与税創設と町の役割についてでございます。

森林は、国土の保全や水源の涵養、温暖化防止、また、地方創生や快適な生活環境の創出な

ど広く国民が恩恵を受けるものであります。大規模な土砂崩れや洪水、浸水といった被害があ

った場合は、間接的ではあっても都市部の住民に対しましても大きな影響を及ぼすとされてお

ります。しかしながら、森林資源の適切な管理、活用については、所有者の意欲低下や林業の

担い手不足など、深刻な問題を抱えております。

こうした状況に対して、自治体が実施する森林管理や木材利用の促進などに必要な財源を確

保するため、平成31年度税制改正において、森林環境税・森林環境譲与税が創設される見込み

となっております。森林環境税は国税で、都市・地方を問わず全国民一人一人が負担を分かち

合って納めるものとしております。住民自治の会費ともいえる住民税均等割とあわせて市町村

が賦課徴収を行います。税額は年額1,000円で、平成36年度から課税となる見込みでございま

す。

上里町の納税義務者数で試算いたしますと、平成29年度の納税義務者数１万5,747人に対し、
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１人1,000円を掛けまして、1,574万7,000円となります。課税開始となる平成36年度までには

納税者の増減もございますが、概算で1,500万円程度となる見込みでございます。

全国の市町村で徴収した森林環境税は、森林環境譲与税として全額が地方公共団体へ譲与さ

れることになります。譲与税の使途について概要を申し上げますと、間伐や人材育成、担い手

の確保、木材利用の促進や普及啓発など、地方公共団体が行う林業の成長産業化と森林資源の

適切な管理に資する事業に充当するというものでございます。なお、課税が平成36年度からで

あるのに対し、譲与が開始される時期は平成31年度からとなっております。また、森林環境税

や森林環境譲与税は、平成31年度の税制改正関連法案としまして、年明けの通常国会で審議さ

れる運びとなっております。今後、法案審議の動向を注視しながら、適切なタイミングにて予

算化を行ってまいりたいと考えております。

この新たな税制におきまして、上里町の役割といたしましては、適切な賦課徴収に加え、譲

与税を活用し、木材利用の促進や普及啓発など、本税制の趣旨に沿った事業を行っていくこと

が大切ではないかと、このように思うところでございます。

次に、②譲与基準と譲与額及びその使途についてでございます。

譲与の基準としましては、その市町村における特定の森林面積、林業就業者数、人口、これ

らの数値によって配分を行うことになります。上里町におきましては、特定の森林面積、林業

就業者数ともゼロでございます。人口による配分のみということになります。また、譲与額で

ございますが、各市町村への配分額は今のところ未定という段階でございますが、平成31年度

は国全体の譲与額が概算で200億円とのことでございます。その後、徐々に増額して、平成45

年度には満額の600億円を見込んでいるとのことでございます。

上里町におきましては、人口による配分のみということになりますので、埼玉県からの情報

提供では、初年度となる平成31年度の上里町への譲与額はおおむね100万円程度となる見込み

でございます。この数値は全体の譲与額からの推計でございますので、あくまでも見込みの段

階でございます。

譲与税の使途という話でございますが、最も大きな目的といたしましては、林業の成長産業

化と森林資源の適切な管理でございますが、国が指定する譲与税の使い道の中には、公共施設

等での木材利用というものがございます。これは、今後、事業化を計画しております公立保育

園の建設に対しましても有効利用できるものと考えております。

具体的な使途に関しましては、平成31年度の予算編成の中でお示しさせていただきたいと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。
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〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） 11番納谷です。

詳細な答弁をありがとうございました。

さて、再質問でありますけれども、ゴルフ場の用地の取得状況ということで、ほぼほぼとい

いますか、これまで意向調査に基づいて売却をしてもよろしいという方についての買収は終わ

ったのかなという気もしております。また、平成29年度決算を見ても、基金の残高、ゴルフ場

分の残高ではまだまだ残りの用地を買収していくにはかなり足りないかなという状況でありま

す。そうなってくると、今後の上里ゴルフ場の営業を続けていくについては、当然ながら残り

の民有地、地権者の方々の御協力をいただいて賃貸借契約を結んでいかなければならないとい

うわけであります。

実は、10年前に、同じようなといいますか、県から施設を譲る件に当たって、かなり、当町

議会におきましても議論がされたところであります。この中にも当時の議員が数名在籍してお

るわけですけれども、これはかなり激しいやりとりがあったと記憶しております。何が一番心

配なのかというと、仮にコースの真ん中といいますか、どこかの地権者の方が売買ではなくて

も、賃貸借契約の更新についてもできないよという話になってくると、ゴルフ場の運営が難し

いのかなと思っているところであります。非常にこれは、もちろん地権者の方の意向というの

が一番大事なところではありますが、仮に、仮にの話をしていいのかどうかというような微妙

なところでありますが、万が一、一部地権者の協力が得られないといった状況のときには、こ

の上里ゴルフ場の運営というのがどうなっていくのかなというのは非常に心配なところでもあ

りますし、皆さん、興味というのは大変おかしな話なんですけれども、そこのところを危惧し

ているんじゃないかなと思うんですけれども、そのような場合に対応というのは、今、お考え

になっておられるんでしょうか。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 納谷議員の御質問に対してお答え申し上げます。

納谷議員がおっしゃりますように、ゴルフ場全体が、一応地権者が売ったり町が取得した用

地で全体を構成している中で、一部の方からそういった御意見が出た場合に、契約に応じない

場合どうしたらいいかという話でございますが、町が継続してやっていくためには、全ての地

権者の同意が必要であるということは、もう十分、私どもも認識しておりますし、ゴルフ場の

運営自体が、それが得られなければ運営できないということも認識していまして、地権者の皆

様に町として誠意を尽くして、粘り強く御理解をいただいて、交渉を続けていくということが

一番大事かなと思っております。
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これも、やはり町としても、このゴルフ場の必要性といいますか、そういったものを地権者

の方にも十分認識していただいて、御理解をいただくよう努力していきたいと思っております。

以上です。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） 11番納谷です。

かなり古い話になってしまうんですけれども、上里ゴルフ場については、埼玉県議会で平成

25年12月定例会において、県北のある県議さんから、上里ゴルフ場も含めてなんですけれども、

将来のゴルフ人口予測、立地状況、コースの特徴などを考えると、なお一層厳しい環境にある

と言わざるを得ませんということから、途中省略いたしますけれども、これらのゴルフ場を廃

止して別の用途に転換することを検討すべきではないか。例えばグラウンドゴルフ場へ転換し

てはどうかというような質問がなされまして、当時の公営企業管理者から上里、妻沼ゴルフ場

については、今後、ゴルフ場のあり方も含めて大幅な見直しを行うべきと考えていると。

上里ゴルフ場は、４ゴルフ場のうちただ一つ河川敷の民有地を借地して運営しているゴルフ

場です。地権者との賃借契約の期限も平成31年３月までとなっておりますので、その後もゴル

フ場として運営するか、あるいは他の用途に転換するのか判断していかなければならない時期

も近づいてきておりますという答弁をされておるわけでありますけれども、現在、管理運営を

行っているさいたまリバーフロンティアは、上里町も出資をしておりますが、埼玉県がもちろ

ん筆頭株主でありまして、この意向というのは大きなところであります。

これからかなりの年数、ちょうど丸５年でしょうか、たっておりますが、この間、上里町と

埼玉県、また、埼玉県の間で今後のゴルフ場の用途転換も含めた協議、話し合いというのはさ

れておるのでしょうか。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 納谷議員の御質問に対して、埼玉県との協議をしているかということ

でありますが、現在のところ協議はしておりません。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） 公営企業管理者もこのように答弁をしているのに、その間の話し合

いがないというのはいかがなものかと思うところでありますが、それはないものはないという

ことでしようがないといたしまして、埼玉県議会の先生方も、ゴルフ場のあり方についてはか

なり熱心に興味を持たれているようであります。
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たまたまといいますか、これは平成28年９月定例会なので、これもまた古いお話になってし

まうんですけれども、公社事業対策特別委員会の中で、多くの委員さんから上里ゴルフ場も含

めたさいたまリバーフロンティアに対する質問がされております。客単価の問題であるだとか、

オリンピックに向けての対応であるだとか、また、次世代、若年層向きゴルフ人口を増やして

いくような対応をしたらどうかということで、さまざまな質問がされているわけではあります

が、リバフロさんの社長さん、また、取締役の方と総務部長が出席されているんですかね。い

ろんな質疑に対してそれぞれお答えをされているんですが、いまいちその現状の、私が思う上

里ゴルフ場の今の営業体制とちょっとずれを感じているところがあります。これには多く、ジ

ュニアに対する啓発であるとか、確かに料金の引き下げ等を行っているのはわかるんですけれ

ども、ここで答えられているほど目立った改革をされていないんじゃないかなと思うんです。

しかしながら、そもそも県営ゴルフ場をリバフロさんが経営することになったというのは、

民間の感覚を取り入れるということが大きな要因であったと思うんですが、現実そのように感

じないというところで、引き続きさいたまリバーフロンティアさんに管理運営を任せるのがい

いのかどうかというところでは、若干の疑問を生じているところではあるんですけれども、そ

の辺について町長はいかがお考えでしょうか。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 納谷議員の御質問に対してお答えさせていただきます。

納谷議員の御指摘のとおり、リバーフロンティアさんは10年間管理運営をお任せしてきまし

た。今後５年間を委託するといいますか、管理運営をお願いするということになりますが、私

自身もゴルフ場の利用について、ジュニアの利用とかそういった考えも私もありまして、私は

あそこの施設は、健康スポーツといいますか、そういった意味で町の非常に有効な財産だと思

っておりまして、この５年間の中の契約のことについて、そういった運営についても町として

の意見は十分言っていくつもりでございます。

ゴルフ人口の減少とか、隣の群馬県のゴルフ場の状況を見ますと、経営的には非常に厳しい。

太陽光発電に変えてしまったゴルフ場もあります。そういったことも踏まえて、10年間の当初

の契約の見直し、５年間にしてその状況の推移を見ながら、今後のことについて、ゴルフ場の

経営についても、町として必要な意見なり提案はしていくという考えでございますので、是非

御理解いただければありがたいと思っています。

以上です。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕
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○１１番（納谷克俊君） 利用者、私も利用者のうちの一人でありますけれども、私も含めて

なんですが、複数の利用者の方から、現状の上里ゴルフ場の、例えばフロントの体制であるだ

とか、夕方、もう早い時間には電話も出ないよという状況であるだとか、また、予約に関して

も、電話予約をしたにもかかわらず、予約の入力ミスなのか何かわかりませんけれども、予約

がとれていなかったといったような苦情もいただいております。また、その苦情に対する対応

が、実は正職の方ではなく、パートなのか、ちょっとごめんなさい、私も認識不足なんですが、

派遣の方なのかわかりませんけれども、そういったクレーム対応が正職員の方が対応されない

だとか、そんな苦情も伺っているところもあるわけであります。

しかしながら、先ほども申し上げましたが、平成12年２月に、民間経営感覚を生かして柔軟

な経営をしてもらうために、民間、県、市町が出資をして、リバフロを設立したというわけで

ありますが、上里町からも監査役として副町長が出られているのかなと思います。是非そうい

ったところも、今後の管理運営５年間継続に関して、もちろんお願いをしていただけるとは思

うんですけれども、さらに利用しやすく、また、ゴルフをやられる方に選ばれるゴルフ場であ

るようになっていただきたいと思うんですけれども、その辺の強いお願いを、町長、また、リ

バフロの監査役でもある副町長からお願いしたいんですけれども、その辺の考えをお聞きした

いと思います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 納谷議員の御質問に対して、適切なアドバイスをいただきましてあり

がとうございます。御提案をいただきましてありがとうございます。

私も民間の出身で、行政のほうのこんな立場になって、いろいろ今までやってきたことも含

めて、民間手法も必要ではないかと思っております。

先ほど御指摘したゴルフ場のフロントの予約についても、既に副町長に伝えて、リバーフロ

ンティア側にそういった管理運営もしっかりやっていただきたいということであります。

必要な改善は常に求めていくということで、５年間という、先ほど言った期間を短くした理

由は、そういった、少し民間感覚を取り入れていただいて、改善を求めていくと。例えばレス

トランについても、民間のゴルフ場から見るとちょっともう少し設備も豪華に、豪華とまでは

いかなくても、少し古くなっているかなと、設備が。そういった利用者目線でゴルフ場の運営

管理についても少し改善を求めていくということは、納谷議員御指摘のとおり必要かと思って

おりますので、その点を随時求めていくということでありますので、御理解いただければと思

っております。

以上です。
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○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） 11番納谷です。

先ほど、用地の関係で質問をさせていただいたところでありますけれども、残りの土地を、

今後、借地をしていくわけになってくると思うんですけれども、町が現行使用料としていただ

いている価格と、リバフロさんが事業収益ベースで独自に評価した使用料というのは、先ほど

申し上げましたが２倍以上の乖離が生じているということで、今後５年間、引き続きゴルフ場

を管理運営していただくにも、ここの落としどころというのが非常に大事なところになってく

ると思うんです。もちろん上里ゴルフ場の一番経営上のおもしになっているのは、借地料であ

るわけであります。これがなければかなり優良といいますか、相当の黒字が見込めるわけであ

ります。

しかしながら、町としても地権者にお支払いする賃料プラスアルファの部分がないと、基金

に積み立て、またそれを原資としての用地の買収もできないという、なかなか難しいのかなと

思っておるんですけれども、ここまできて、もう12月ですから、残り３カ月ちょっとというこ

とで、この辺の話し合い、協議も進んでいるかと思うんですけれども、差しさわりのない範囲

でお答えできれば、今後の使用料はどのくらいで考えられているのかお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 地権者の御質問が、納谷議員の御質問は、借地契約のことについてか

と思っております。

地権者との借地契約につきましては、今月内、年内に契約会を開催して、借地契約をさせて

いただく予定でございます。戸別訪問して契約をお願いするところでありますが、そういった

事務手続が一応これから入っていくということでございます。役場のほうから事務手続に必要

な書類等についての準備をお願いしています。また、役場での開催といたしましては、契約者

としてお越しいただけなかった方にも、役場のほうへ個別に行う予定で考えております。

借地料についても、予定としては平成31年度から１平方メートル当たり、庭外、コースの部

分です。54円。クラブハウスとか駐車場部分、庭内といっていますが、そこは309円を予定し

ております。

以上でございます。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕
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○１１番（納谷克俊君） すみません。質問の仕方が非常に悪かったようでありまして、なか

なかその部分は聞きづらいと思ったので、聞かないようにしてはいたんですけれども、私の聞

き方が非常にまずくて失礼いたしました。

リバフロに対する使用料、管理許可使用料でしたか、ちょっとごめんなさい。その辺が要す

るにリバフロが独自に事業収益ベースで算定している金額と、現行の使用料が倍以上の乖離が

あるということで、この資料をいただいたときに、リバフロ使用料として7,223万5,000円とい

うことでしたが、リバフロの独自評価では3,295万6,000円ということで、これは、年額ですけ

れども倍近い乖離があるわけです。ここを埋めていかないと、リバフロさんも経営上、もちろ

ん使用料を安くしたいわけでありまして、また、安くすることによってそれが利用者にも還元

できるということになってくるので、そこの折り合いです。幾ら何でもさすがに、幾らリバフ

ロさんがこの額でと出してきたとしても、それは町としても飲める話ではないというのが当然

でありまして、この使用料と、町が地権者にお支払いする借地料の差額が基金に積み立てられ

て、後の用地買収につながるわけですから、そこでリバフロの使用料というのをどのぐらいで

検討され、どのような協議がなされているのか。これは、可能であればここで、今、お知らせ

いただきたいというのが私の質問だったんですが、回りくどくなってしまいましたがよろしく

お願いいたします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 先ほどの納谷議員からの御質問、借地料とリバーフロンティアの使用

料との差額ということでございます。

これについては、先ほどの答弁でも話しましたように、ゴルフ場の管理許可使用料というこ

とで、不動産鑑定士を入れて鑑定した土地価格や、譲与された時点の県の評価額、減価償却と

いうことでお話ししました。

この辺のことを考慮して、使用料等については決めたわけでございますので、その辺を御理

解いただければと思っております。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） それでは、森林環境税・森林環境譲与税について再質問をさせてい

ただきます。

単純試算で、現状では約1,500万円超を町民から町が徴収をして、国の特会に入れると。そ

れで、町に返ってくるのが、これは先行してやるので、必ずしも話がイコールではないですけ

れども、初年度100万円と。後に先行した分は特会の中で借り入れを行うということなので、
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将来的にはこの３倍ぐらいの額が町に譲与税として入ってくるかと思われます。

それにしても300万円ぐらいということで、その差が1,200万円ほど、上里町の町民について

は、森林の保全のために、町というくくりの中ではなく全体で森林を守っていこうというのが

制度設計なのかなと思うんです。

その中でも、非常になかなかこれが理解を得られづらいといいますか、環境面で考えればや

むを得ないのかなと思うんですけれども、非常に上手な制度設計でありまして、震災復興の関

連の1,000円がなくなったときに始まるということで、町民は知らない間に、知らない間にと

いうのはおかしいですね、余り負担を感じなく、この森林環境税というのを納める形になって

くるかと思います。

それはそれでいいんですけれども、その中で、町には林業従事者、また、特定森林面積がな

いということで、300万円がくるお金。じゃ、これをどうして活用していこうとなると、先ほ

ど町長もおっしゃられたように、まずは公立保育園の建設が考えられるのかなということであ

りました。

私もそのように質問させていただきましたし、これは有効活用していただきたいとは思うん

ですけれども、広く森林環境整備、国土保全や水源涵養ということを考えると、もう少し大き

な枠組みの中でこの問題には取り組んだほうがいいのかなと思っているわけでございます。

児玉郡市だけを見渡しましても、美里町、本庄市、神川町には広大な民有の人工林があるか

と思います。さらには、より林業の管内に試算しますともっと広い面積があるわけです。これ

らをそういった広いくくりの中で、森林を保全していくに当たって、私は一つ、地方自治法

252条の２で定める協議会というものを設置をし、県北域全体の中で森林保全に取り組んでい

くほうが、よりベターな考え方なのかなと思います。その辺について、町長、お考えがござい

ましたら、答弁のほうでお願いいたします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 納谷議員の御質問に対して、森林環境税及び森林環境譲与税のことに

ついて、町の理解、住民の理解と、そういったことも危惧されているというお話がございまし

た。

児玉郡と広く見た場合に、森林組合もあります。今、秩父と一緒になったんですかね。児玉

郡森林組合というのがありまして、そういったところ、先ほど言いましたように、町としては

とりあえずといいますか、32年４月に開園する公共保育園の建物等に木材使用を考えていくと

いうことで、先ほど答弁させていただきました。児玉郡１市３町の中で森林組合とのかかわり

みたいなものを何らかの形でできればいいと思いますし、子どもたちにも教育の機会にも、そ
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ういった森林の必要性、そういったものを取り入れていく必要もあるのではないかと私自身思

っておりまして、あと、工場の進出する場合でも緑化率というのがありまして、緑、そういっ

たところでできるだけそういった森林環境に近い形で取り組んでいると。町としてもそういう

緑化率の中で、緑を大切にというところもありまして、環境的なところは取り入れていく必要

があるかなと、森林環境というところで。

ただ、最終的には、この譲与税は300万円、将来的には100万円から300万円までということ

が想定されているようですが、そういった中で、町として、先ほど言いました森林組合との関

係、また、児玉郡の１市３町の中でどういった取り組みができるか、首長の連絡会みたいなも

のもありますので、そういった場でも議論していきたいと思っております。

以上でございます。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員。

〔１１番 納谷克俊君発言〕

○１１番（納谷克俊君） 過日の同僚議員の一般質問の中で、リバーサイドロードの建設なん

ていう質問もあったんですけれども、ちょっとこの森林環境税にかかわるかもしれないところ

で、おもしろいといいますか、興味深い計画が埼玉県のホームページで発見をしたわけなんで

すけれども、神川町のほうが「水と緑そして人が織りなす豊かなまち神川」ということで、地

域再生計画の中で地方創生の交付金を採択されたようなんです。これは、神川町にあります木

材、いわゆる森林から伐採される木材、この搬出または生産等の林業振興ということで採択に

なっておるわけなんですけれども、地方創生道整備交付金ということで、ここに関越自動車道

上里スマートインターチェンジという言葉が出てくるわけであります。これは、もちろん神川

町内においてこの交付金を活用して、林道網の整備、また、そこからスマートインターに通ず

る道路を整備していこうということなんでしょうけれども、こういった問題も、うまくすれば

といいますか、しっかり協議ができれば、その神川町さんが上里につながる道路まで整備した

としても、そこから先の整備というのは上里町になるわけでありまして、うまく全体像の絵が

描ければ、神川さんと協力をして、社会資本整備交付金だけではなく、こういった地方創生道

整備交付金というものも活用できるかなと思うんです。これも一つ、森林ということを考えれ

ば、森林環境税と離れてしまうかもしれませんが、そういったことを常に首長さん同士、また、

担当課同士で情報交換をする中で、さらに今後は、この森林環境税を用いた事業ということで

活用できるのかなと思うんです。

上里町には、ただ単にそのための道路の整備ということだけではなく、もちろん森林が、こ

の森林環境税を用いて森林整備が進んでいけば、間伐材等々も出てくるわけです。こういった

ものを、今、活用するということでは、一つとしてはチップ化をして、バイオマス発電等に有
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効活用するだとか、こういったメニューもその中にあるのかなと思います。

そういうことも含めますと、町単独ではたかだか300万円のことかもしれませんが、これが

児玉郡市であったり、寄居両管轄内であったりすれば、額も当然大きくなる。それによって、

森林を整備していくベースが広がるというんですか、それで、また上里町にも恩恵があるのか

な、そんなふうに考えております。

そういった中で、先ほど地方自治法上に規定されている協議会というものを設置していき、

その中で真剣に考えていく必要があるのかなと。それには今から是非町長には、例えば広域圏

での管理者会議やら、また懇親の席やらで、山を抱えていない町から発信していくのが非常に

重要なことかと思います。そこで、もう一度町長のお考えをお伺いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 納谷議員の御質問に対してお答えさせていただきます。

先ほど話がございました地域連携のための協議会というものもあるようですので、そういっ

たところで話し合いの機会を、また、広域圏とかそういった場で検討していきたいと思ってお

ります。

それで、今、リバーサイドロードの話がちょっとございましたけれども、私も猪岡議員の先

日の話をお聞きして、これ、町単独よりも、神川とのいろいろな条件を踏まえて、神川の利便

性も含めて、社会資本の中で何か補助制度とかがあればということで、実は昨日、地元の県議

会議員に会う機会がありまして、この辺の話を一度県議会議員に話をして、このリバーサイド

ロードについても神川、上里という、上里単独ではなくて、神川のことも含めてそういったこ

とができるかどうか、まだこれは状況はよくわかりませんが、昨日お会いした中で、ちょっと

一度来ていただいて御相談したいと思っております。

そういったところで、森林環境のことに戻りますが、広域圏とかそういう協議会等を通じて、

町としてこういった森林環境税、または環境譲与税等について協議していきたいと思っており

ます。

以上でございます。

○議長（新井 實君） 11番納谷克俊議員の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午前１０時３７分休憩

────────────────────────────────────

午前１０時５５分再開
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○議長（新井 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続行いたします。

３番髙橋勝利議員。

〔３番 髙橋勝利君発言〕

○３番（髙橋勝利君） 皆さんこんにちは。議席番号３番の髙橋です。

通告に従いまして、一般質問を行いたいと思います。

今回、私は２点について質問を行います。

その前に、今日、上里町の健康事業についてということはあるんですけれども、本日、ノー

ベル生理学賞で、京都大学の本庶さんが、がんの免疫についての評価をされて受賞されたとい

うことで、ますます日本の医学が注目されていくというふうなことで、大変喜ばしいというふ

うに私は思っております。

そういう観点からも質問を行っていきたいと思います。

質問の１番としまして、上里町の健康事業の取り組みについて、①少子高齢化に伴う町の医

療制度について、２番目に、セルフメディケーションを育む健康社会について。

質問２としまして、文部科学省が総合学習時間の外部委託授業を認める方針を固めたことに

ついて質問いたします。２番目に、2020年から実施される新学習指導要領について質問を行い

ます。３番目に、英語教育導入に伴う教職員の負担軽減について。この３点について質問をし

ていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。

まず最初に、平成29年度決算認定におきまして、文教厚生委員会では、文教が関係する関係

各課と関係職員と質疑を行ってきました。その中で、国民健康保険特別会計について、質疑で

は、町が監督保険者となって財政運営を行う最後の年であるということが報告をされました。

その中で、今後の課題も報告されました。それは、実質収支額は黒字であるんだけれども、単

年度の収支は赤字という状況でありました。被保険者の減少により、保険給付費が減少傾向に

あり、決算規模は昨年度より歳入歳出とも小さくなっているようです。

平成30年からは国保の広域化となり、納付金制度に移行しましたが、現行の保険税との兼ね

合いなど県内の状況を注視し、十分な検討を重ね、慎重に進めていく中で、国保税未納者に対

して発行されている資格証明書や短期保険証について、障害、生活実態等の確認や交付方法に

ついて質疑を行いました。町としては、税を払っている人との公平性などから、納税交渉の機

会と考えて、今後も制度として活用していくというようなことでありました。資格証明書につ

いては悪質でない場合を除いて発行せず、受診環境を整えることを第一とし、福祉サイドなど

と連携した運用を検討していく、このような答弁でありました。これは、時効が５年で請求で

きなくなると、こういうことのようです。
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実質収支額は黒字だが、単年度は赤字。これは繰越金で補っている結果であり、この現象は、

例えば１億円の収入の目標を立てて、結果目標に届かなくなれば当然赤字になってしまいます。

平成31年度からこども医療費が、無償化が高校生まで拡大されます。これについては、少子

化対策として重要であると思いますが、一方で医療費が無料になったことにより、安易に医者

にかかろうとする動機づけになってしまい、国保の方がいた場合には、財政を圧迫してしまう

ことが心配されます。町長は、こうした医療費の財政状況について、どのように考えているの

かお聞きいたします。

次に、10月14日付の新聞報道によりますと、働き盛りの世代が家族の介護をするケースが増

えてきていると、このようなことが報道されました。

仕事と介護の両立に困難が伴い、毎年10万人が仕事をやめている。年金もない若い世代が厳

しい生活をしていかなければならない状況に追い込まれています。

総務省が５年ごとに公表している就業構造基本調査では、2012年度に291万人のことになっ

ております。2017年度には346万3,000人に上り、同5.5％となっています。

就業の継続が難しかった理由に、体力的に両立が困難ということが40％を占めております。

ただ、働き世代の離職は、年金支給もなく、貯金の切り崩し、親戚の援助などを受けて介護を

している状況にあります。

このような状況を考えると、先ほど申し上げたように働きたくても働けない、払いたくても

払えない、このような人と悪質な人とを明確に分けることは難しいのではないかと私は思いま

す。

また、調査によると、納税者の所得階層の200万円以下が実に72％、300万円以下が87％であ

り、ほかの市町村と比較して上里町の所得階層はどのようなのかお聞かせ願いたいと思います。

このような状況の中、10月15日付の読売新聞では、国会議員、参議院議員の武見敬三さん、

それから、龍角散の社長の藤井隆太さん、この２人が、「かけがえのない医療制度を持続する

ために」と題して対談をしておりますが、大きく報道されました。

この対談では、セルフメディケーションが育む健康社会を取り上げています。

保険証１枚でどの医療機関でも気軽に受診できる日本の医療保険制度は、国際的にも評価さ

れています。

医療制度がすぐれているかどうかは、その国の平均寿命で測定する傾向があるようです。寿

命がどんどん延びたのは、男女とも世界一になるなど世界最高のレベルだと思っております。

質の高いサービスに国民一人一人が平等にアクセスをできるからであります。

このような内容について、町長はどのような認識を持ち、どのような方向に町の健康事業を

進めていくのか最初にお聞きします。
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次に、日本の医療制度であります。

患者さん自身が負担する医療費は全体の１割から３割、それ以外は保険料とか税金で賄って

います。

しかし、少子高齢化と人口減少、そして財政赤字の拡大、日本の低成長によって医療制度の

存続が危ぶまれています。

公的医療費に関しては、納税者としては何とかならないのかという声もあります。

医療費の財源確保も切迫している。３年から５年で長期的な策定をしていかないと、取り返

しがつかない状況になるのではないかというふうに考えています。

医療制度を安易に使う時代は終わったと考えなければならない。急速な高齢化によって医療

費は高騰し、2016年度の概算医療費は41兆円にも上り、財政を圧迫しています。

国も団塊の世代が医療費を必要とする人の割合が増える75歳を迎えることもあり、非常に危

機感を持っている。

このようなことを、武見さんと藤井さんが話をしておりました。

このような中で、医療費の財源確保も切迫しておりますけれども、この辺のところについて

も取り返しがつかない状況にならないように取り組みが必要だと思います。

私はこのような発言を受け、以前にも話したことがありますけれども、人工透析は１人１年

間500万円もかかってしまいます。国全体で２兆円にも上ると言われています。いわゆる腎臓

病であります。この腎臓病の予備群が糖尿病であり、行財政を圧迫させないためにも、高額医

療を抑制する健康指導が必要と思われますが、幸い今年度は健康指導の成果もあり、委員会説

明では対象者はいないというような報告がありました。町長は、健康事業と医療抑制について

どのような見解を持っているのかお聞きいたします。

次に、セルフメディケーションについてお伺いいたします。

自分自身の健康に責任を持つことについて、軽度な体の不調は自分で手当てをすることを、

ＷＨＯ世界保健機関ではセルフメディケーションを定義しております。これは、健康寿命を延

ばすためにも、医療費の適正化にも重要になる、このように武見氏はお話しをしております。

このような話を聞きますと、私自身の経験から、町の高齢者宅を訪問すると、薬がたくさん

で飲み切れないという声をよく聞きます。確かに高齢者の方の家を訪問すると、たくさんの薬

を抱え、月曜日から日曜日まで薬が分けられており、薬を飲むのが仕事というようなことを多

く見受けられます。必要な薬を必要なだけ処方してもらい、きちんと正しく服用する服薬管理

や、健康に関する正しい知識を身につけることが大事です。まさしくセルフメディケーション

の定義であり、いつでも健康相談ができるかかりつけの医師、かかりつけの薬剤師、薬局も自

分の地域に確保することが必要ではないかと思います。そうした意味では、町長が上里町に病
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院の誘致を公約に掲げたことについては、私は理解はできると思います。

こうした中、積極的に健康管理をしてもらうことで、医療費の適正化につなげようという目

的が新たに加わり、昨年から医療費が10万円を超えない人でも利用できる可能性のあるセルフ

メディケーション税制が特例として始まりました。私は食事や運動による健康管理もセルフメ

ディケーションの一つではないかと考えています。上里町も健康管理についてさまざまな取り

組みを行っていることについて、私は評価できます。もっと他市町村に上里町の取り組みをア

ピールしたらというふうに思います。

セルフメディケーションという言葉は、町民にはなじまない言葉ではありますが、この言葉

の意味を町民に理解していただくには、簡単なことではないと考えています。セルフメディケ

ーションの効果は、１、毎日の健康管理習慣が身につく、２、医療費や薬の知識が身につく、

３番として、疾患により医療機関で受診する手間と時間が省ける、４番目としまして、通院が

減ることで国民医療費の増加を防ぐことができる。こういう取り組みについて、自分の健康は

自分で守るということを意識づけすることが大切であります。積極的に健康管理にかかわるこ

とが大事ではないかというふうに思います。

このような考え方について、税制、医療制度など、長期展望を含め、町長はどのような考え

を持っているのかお聞きしたいと思います。

次に、問い２といたしまして、文部科学省が総合学習の時間の外部委託授業を認める方針を

固めたことについて質問していきたいと思います。

①として、土日を活用した英語枠の確保について。

９月30日付の新聞報道によりますと、文部科学省は、小・中学校の総合的な学習時間（総合

学習）について、年間授業数を４分の１まで、土日や夏休みを利用し、ＮＰＯ法人などの外部

に授業を委託するということの方針を固めたようです。2020年度に実施する次期学習指導要領

では、小学校の英語が正式な教科となり授業数が増えるが、平日の総合学習を減らし、英語の

授業を確保することも可能になります。この文科省の方針に対し、埼玉県の指示及び上里町の

対応についてお聞きします。既に文部科学省は、10月１日の中央教育審議会の部会で方針を示

し、その後、都道府県の教育委員会に通知をすると、このようになっていますが、この町の対

応についてお聞きしたいと思います。

私の今回の質問は、基本的には英語教育について、子どもたちの将来を考えた場合、今日の

国際社会に通ずる英語教育を小学校の段階で導入することについては、教育長が９月の答弁で、

異文化コミュニティーは重要であると、このような答弁を支持したいと思います。そういう立

場におきまして、上里町の考えをお聞きしたいと考えております。

11月５日の教育新聞では、琉球大学の大城教授は、言語活動の必要性を次のように話してお
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ります。単に文法を理解し覚えたことを言うだけの活動からは、資質・能力はいずれも育成で

きない。そのためには、指導者も自分の考えや気持ちを外国語で伝えることが求められる。そ

のような指導者のもとでこそ、自分の考えや気持ちを伝えたいと思う児童が育つのではないか。

このような内容であります。まさしく教育長が唱えた異文化コミュニティーは重要であります。

これは非常に大事であると思います。

さらに、11月７日のＮＨＫの報道では、「英会話時代到来」と題してさまざまな取り組みが

報道されました。ＡＬＴがいなくても授業ができるようにしている白金小学校の例もあります。

英語を習いに行かなければ教育に格差が生まれる。お金をかけない取り組みも重要など、問題

もあります。英会話のあり方として、①読む、②書く、③聞く、今後、日本人が英語とどう向

き合うのかも問われています。そうした意味合いでは、異文化コミュニケーションというのは

大事であります。

英語教育が導入されることで、６時間授業が増えることについては、授業内容を工夫してい

くことで解決ができるし、遊ぶ時間も必要だが勉強も大事だと思います。私自身、英語は全く

できませんが、幼少のころから学ぶことで私たちのできなかった英語を身につけ、国や地域を

超えた人との交わりが身近になっている今日、私たちができなかった英語教育が果たす役割は

大きなものであります。国際社会に通じる子どもたちを、是非そうした立場から育ててほしい

と私は思います。そうした立場から質問していきたいと思います。

2020年から実施される新学習指導要領についてお聞きしたいと思います。

最初に、小学校の英語が５、６年生で教科化されることについてであります。英語に親しむ

外国語活動は、３、４年生に前倒しされています。先ほど述べたように、今年度から移行期に

入り、既に先行実施されていると聞いています。2020年に実施されるとすると、２年後になる

わけです。既に２年を切っております。５、６年生、３、４年生に前倒しされていますが、上

里町としての現状についてお聞きいたします。

また、総合的な学習の時間について、教科横断的なテーマを取り上げ、研究的な学習を行う

とし、2002年から正式導入されました。当初、小学校は100こまから110こまということであり

ましたけれども、11年度から実施されている現行の学習指導要領では、理数を中心に授業時間

数が増えたため、年70こまに削減されました。このような内容が報道されているが、把握して

いるのかどうかお聞きしたいと思います。

９月議会において、英語教育が本格的に導入されると、授業時間が６時間になり、同僚議員

の質問では、遊び時間が少なくなることが懸念される等の質問がありました。また、英語検定

の無料化なども提案をされました。

地域の保護者に英語教育について聞きました。導入については知っているが、細かいことは
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わからないと言っていました。ある保育所では、既に英語指導を行っているということも聞い

ております。全く無関心でもなかったようであります。これは、２年生の保護者の方に聞いた

お話であります。今後は、英語授業によりさらに関心度の度合いも小・中含め高くなると考え

られます。

そこで、課題としては、授業数が増える分をどうするのか。教員の不安をどう取り除くのか。

小学校の児童には、日本語もしっかり身についていない時期に、英語の授業が導入されること

で戸惑いも出てくるのではないか。外国籍の児童が存在する小学校では、特例でなく得意な科

目になると思うが、教育委員会として交流をして学ばせながら配慮してほしいと思いますが、

教育長のお考えをお聞きします。

さらに、英語教育が本格的に導入された以降の取り組みについて、２つの提案をしたいと思

います。

英語教育を自然な形で取り入れていく方策として、群馬県伊勢崎市の小学校の取り組みが日

本教育新聞で紹介されています。そこで、なるべく自然な形で英語教育が進められるために、

公共機関、施設等で英語表示にして取り組んだらどうかというふうに思います。例えば、現在

ＪＲの車内で皆さんもお聞きしたと思いますけれども、アナウンスされているのが、ネクス

ト・ステーション・神保原、こんなような形で至るところで英語が使われております。このよ

うな案内を毎日聞いていますと、私も74歳になりますけれども、自然に覚えてしまいます。現

在の子どもたちは、もっと覚えもよく身につくのが早いと思います。お金の問題もありますが、

異文化交流などを含め町全体で積極的に取り組み、全国にアピールしたらと思いますが、町と

しての取り組みがあれば教育長にお聞かせ願いたいと思います。

２つ目は、英語教育が増えることで６時間授業が増えることになります。前議会では、遊ぶ

時間が少なくなるのではないかとの質問がありました。子どもの遊ぶ時間を確保しながら６時

間授業を行うには、授業開始時間を現行より30分早くするとか、これは、聞いた話では、熊谷

市は上里より30分早いようなことを言っていますけれども、これが事実かどうかはわかりませ

んけれども、このような情報があります。先行実施する学校はさまざまな工夫をしているよう

です。教員からは、何かを増やすなら何かを減らしてというような声もあるようですが、2020

年実施に混乱しないためにも準備が必要だというふうに思います。私の調査では、現段階での

英語教育について特に問題は出ていないようでありますが、例えば１こま45分を減らすことが

できないのか。各教科を５分ずつ減らせば６時間でもあっても時間数は減るので、そうした意

味でそういう考えは出ないのか。町の準備状況をお聞かせ願いたいと思います。

３つ目は、教員の不安はないのか。中学校と違い小学校教員は英語の指導方法を専門的に学

んでいないようなので、発音、それから児童からの質問を心配する人もおります。平日の夜、
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週末まで、授業の準備をする教員もいるようです。ＡＬＴ、これは外国語指導助手といってい

るようですけれども、先生からの信頼度は非常に高いようですが、学校指導室としてどのよう

な見解を持っているのかお聞きしたいと思います。

次に、少し重複しますが、次期学習指導要領では、歌やゲームで英語に親しむ外国語活動が、

小学校３、４年で正式に実施され、５、６年では英語が教科となります。各学年とも授業数は

現行の指導要領より年35こま増えることになります。

英語をめぐっては18年度からの２年間は移行期間とされていますが、３、４年生については

15こまの外国語活動が設けられ、これまでの取り組みが初期段階でありましたけれども、５、

６年生は活動を15こま増やし、年50こまとなっております。

文科省は、移行期間に限り、総合学習の15コマを外国語活動として振りかえることを認めて

いるが、2020年度以降の扱いはどうなるのか、焦点となっております。町として、今までの英

語授業の取り組みと、今後の取り組みの方針をお聞かせ願いたいというふうに思います。

次に、英語教育導入後の教員の負担軽減についてであります。

私は、６月定例議会で、部活動の意義の件で質問を行いました。その中で、教員の勤務時間

のあり方について教育長の考えを聞きました。そのときの答弁は、教員の勤務時間把握のため

にＩＣカードを使用した出退時間の把握を６月１日より実施しているとのことでありました。

残念ながら埼玉県議会は、いまだタイムカードを認めておりません。理由が幾つかあるようで

すが、その一つに、決めても守らなきゃ意味がない。このようなことでありました。私は、も

っともこれは政治的な考えがあるようなので、このことについてはこの場でなじまないので、

あえて申し上げません。

そこで、文部科学省総合学習が、外部委託や、土日、夏休みの実施を認めるのは、英語時間

を確保しながら教員の働き方に目配りした結果であるようですが、一方では、英語研修などで

教員の負担がさらに大きくなるのではないかという意見もあるようです。教育長の考えをお聞

きしたいと思います。

○議長（新井 實君） ３番髙橋勝利議員の質問に対して、町長の答弁を求めます。

町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 髙橋勝利議員の質問に順次お答え申し上げます。

まず、１、上里町の健康事業の取り組みについての①少子高齢化に伴う町の医療制度への影

響についてと、②セルフメディケーションが育む健康社会についての質問について、関連があ

りますので一括してお答え申し上げます。

少子化に伴う町の医療制度への影響についての御質問ですが、私は、公約に掲げたとおり、
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こども医療費の対象年齢を満18歳までの拡大について、条例改正を行い、平成31年４月から実

施いたします。

試算による対象者の人数は約1,000人の増で、合計で約5,000人、医療費は約2,000万円増の

予定でございます。合計で約１億3,300万円の支出が見込まれております。

平成31年度以降、拡大部分の影響により、こども医療費の支出額は増となると思われますが、

制度が落ち着いた段階で再び少子化により減少傾向になっていくのではないかと推測されてい

る次第でございます。

無料化により、安易な受診が増える懸念もありますが、経済的な事情で命にかかわるような

受診をちゅうちょする心配はなくなると考えております。また、受診が容易になり、早期に受

診することによって、早期の治療につながることも期待しております。

議員御指摘のとおり、こども医療費の対象年齢を拡大すると、国民健康保険の加入者にも子

どもはおりますので、同様に国民健康保険の医療費にも影響が出てまいります。財政面での心

配はございますが、少子化が進む中、子育て世帯に対する経済的負担の軽減と、子どもの保健

の向上と福祉の増進を図ることを第一に進めてまいりたいと考えております。

次に、上里町の所得階層はどうなのかという御質問ですが、平成28年中の所得の課税標準額

における所得階層は、議員御指摘の数値となっております。

他市町村との比較ということでございますが、200万円以下、300万円以下の割合は、小数点

以下四捨五入で申しますと、それぞれ本庄市が70％、300万円以下が85％、美里町が73％、

88％、神川町が75％、90％であります。町村の平均が70％、85％で、県平均が63％、80％であ

ります。

このことから、児玉郡市内では、低所得者層が多い順は、神川町、美里町、上里町、本庄市

となり、県内と比較しますと町村平均、県平均より割合が高いことから、上里町は低所得者層

の納税義務者は県内では多いほうであるということがわかってまいります。

次に、新聞で取り上げられたセルフメディケーション関連の記事で、日本の医療制度のすぐ

れた点等について掲載されている件の御質問でございます。

私は、日本の医療制度は、国民皆保険制度のもと高度な医療提供がされており、世界に誇れ

るものであると考えております。そして、町は、県とともに最後のとりでといわれる国民健康

保険の共同保険者として、当該制度を維持・継続させる大きな責任と役割を担っていると認識

しております。

こうした充実した医療制度のもと、十分な医療提供がなされる状況で、疾病を早期に発見し

早期の治療につなげるため、特定健診やがん検診などの受診率向上が大切であると考えており

ます。
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また、糖尿病性腎症重症化予防対策事業により、人工透析への移行を防ぐなど、予防医療に

積極的に取り組むことで医療費を削減する取り組みも継続して進めていく必要があるかと考え

ております。

最後に、税制度、医療制度などの長期展望の質問でございます。

まず、税制度の長期展望でございますが、所得税におけるセルフメディケーション税制の創

設目的は、ＷＨＯのセルフメディケーションについての定義である「自分自身の健康に責任を

持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とあるような、国民の自発的な健康管理や

疾病予防の取り組みを促進することで、高騰する医療費の適正化を狙ったものでございます。

現在は、医療費控除と控除額が違うことや、医療費控除というセルフメディケーション税制

による所得控除は、どちらか一方しか選択することができないなどの理由でまだ利用者が少な

いですが、もっと有利で利用しやすいよう改正され、また、ＯＴＣ医薬品が充実した場合など

には、この制度を活用する人が増えると思われます。

次に、国民健康保険税ですが、平成30年度から始まった広域化による新制度の目的や一般会

計からの繰り入れに頼らない運営とすることが前提のため、被保険者の減少の推移を注視し、

議員が御質問されているような健康推進による医療費の削減や納税率の向上に努力しながら、

独立した保険制度として赤字を解消するよう、国保運営協議会にお諮りしながら、保険税率に

ついて見直しを行ってまいりたいと考えております。

セルフメディケーションでは、体調不良となったときなど、ＯＴＣ医薬品を上手に利用して

まいりますが、日ごろから各種健診を受診し、体質、体重、体脂肪や血圧など、自分の体の状

態を知っておくことが必要で、健康状態を保つためには普段から適度な運動と栄養バランスの

よい食事、十分な睡眠など、予防医療に取り組むことが大切であります。

しかしながら、なかなか個人の努力だけでは難しい面もありますので、行政も一体となって

健康づくりや食育を実践しやすい環境整備など、サポートすることが必要であると考えており

ます。

こうした中、町では、健康長寿埼玉モデル、毎日１万歩ウォーキングを実施してまいりまし

たが、来年度より各課で実施する健康関連の事業などを包括した健康マイレージ事業に取り組

んでいく計画でございます。

繰り返しになりますが、セルフメディケーションを推進していくことは、町民の皆様の自発

的な健康管理、疾病予防の取り組みを促進し、医療費の適正化にもつながってまいりますので、

今後は町の情報ツールなどを活用して周知してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（新井 實君） 次に、教育長の答弁を求めます。
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教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 髙橋勝利議員の２、文部科学省が総合学習の時間の外部委託授業を

認める方針を固めたことについて、私に質問がございましたので、順次お答え申し上げます。

まず、①土日を活用した英語枠の確保についての御質問にお答え申し上げます。

平成30年10月１日に中央教育審議会の教育課程部会が開催され、その後、土日を活用した英

語枠の確保について新聞報道されたことは承知しております。また、教育課程部会での配付資

料「『総合的な学習の時間』における家庭、地域と連携した学校外学習の位置づけの明確化に

ついて」は公開されており、その資料には、夏季休業中の土日等を含めた学校外における総合

的な学習の時間の授業を行う条件を明確にすることにより、児童・生徒の多様な課題に応じた

探求の機会の充実を図ることが明記されております。

次に、2020年から実施される新学習指導要領についての御質問にお答え申し上げます。

平成29年３月に新学習指導要領が告示され、2020年から小学校の３、４年生に外国語活動、

５、６年生に外国語科の導入が決定されました。なお、今年度と来年度は、新学習指導要領移

行期間であり、準備期間となっております。

上里町では2020年度からの新学習指導要領完全実施を踏まえ、１こま45分の授業を行う６時

間目を設定することといたしました。本年度は、小学校３、４年生は年間15時間の外国語活動

を、５、６年生は年間50時間の外国語活動の授業を実施することとなっております。

次に、御質問にありました総合的な学習の時間導入の報道については、承知しております。

また、総合的な学習の時間設置の経緯につきましては、平成27年12月８日の教育課程部会での

配付資料にも明記されているところでございます。

英語の教科化に伴う外国籍児童の活躍についてですが、国籍にかかわらず一人一人の児童・

生徒の実態や得意分野等を生かし、活躍の場をそれぞれの学校、学級で工夫して取り組んでい

るところでございます。交流活動等もあわせて行っておるところでございます。

英語教育の充実についてですが、上里町では新学習指導要領の告示を受けて、昨年度、町内

校長会から１名、各小・中学校から１名の教員、計８名からなる教育課程検討委員会を立ち上

げ、2020年度から全面実施となる小学校の英語の外国語活動と外国語の教科化を迎えるための

検討だけでなく、さらなる英語教育充実に向けた情報交換なども行ってまいりました。学校の

階段や特別教室の表示に英語を掲示して、児童・生徒が学校での日常生活からなれ親しむよう

にしたり、業間休みにＡＬＴと積極的に活動をする設定をして、遊びながら自然と英会話に触

れる工夫をしている学校もございます。

次に、英語教育導入に伴う教員の負担軽減についての御質問にお答え申し上げます。
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上里町では、４名のＡＬＴを計画的に各小・中学校に派遣しております。担任と連携して充

実した授業を行うことはもちろんのこと、授業準備や掲示資料のほか、効果的な取り組みなど

の情報収集も積極的にＡＬＴが取り組んでおります。

次に、英語教育の取り組みの評価はどのようになっているかについての御質問にお答え申し

上げます。

上里町では、平成13年度より、全国に先駆けてＡＬＴを導入しました。各小学校では、外国

語活動の時間、国際理解教育などを通して、ＡＬＴの積極的な活用を図っております。一方、

中学校においては、ＡＬＴによる本場の英語を通し、実際の場面で使える英語教育を目指して

活用を図ってまいりました。その結果、学力学習状況調査において着実にその成果があらわれ

ております。2020年度以降の取り組みにつきましても、各種調査結果を踏まえ、今後も引き続

き英語教育充実に向けた効果的な取り組みを実践してまいりたいというふうに考えております。

最後に、英語教育推進に伴う教員の負担増に対する考えについての御質問にお答え申し上げ

ます。

英語の教科化に伴い授業時数が増え、放課後の時間が少なくなるのは、議員御指摘のとおり

でございます。しかし、社会の急速なグローバル化の進展の中で、異文化理解や異文化コミュ

ニケーションはますます重要なものとなっており、英語力の一層の充実は、大人にとっても子

どもにとっても極めて重要でございます。

このようなことから、導入したＩＣカードを活用しての業務時間管理を行うとともに、町で

は教員の負担軽減を研究してまいりたいと考えております。

また、今年度、各小学校に児童用として60台のタブレットパソコンを導入させていただきま

したので、ＩＣＴの効果的な活用やＡＬＴなどの人的支援も含め、子どもたちの教育に取り組

んでまいりたいと考えておるところでございます。

以上です。

○議長（新井 實君） ３番髙橋勝利議員。

〔３番 髙橋勝利君発言〕

○３番（髙橋勝利君） セルフメディケーションについては先ほど質問したんですけれども、

今、町はいろいろ町民の健康促進についてさまざまな取り組みがされていることは、先ほど私

のほうも評価していると、こういうふうに申し上げました。

そこで、やはり体操とかいろいろやっているわけですけれども、それは体の見える範囲の、

足が痛い、腰が痛いというようなところを中心に言っているわけなんですけれども、私はこの

セルフメディケーションについては、やっぱり取り組みというのを町にもっと広げていただき

たいという考えがあります。やっぱり先ほど申し上げたように、自分の健康は自分で守るんで



－88－

すよということをもっと意識づけさせ、積極的に町民に健康管理に努めてもらうということが

大事だと思います。

体操をしても、夜更しして、１時や２時までお酒を飲んでいたのでは何もならない。また、

日ごろの食事療法についても、やっぱり健康指導の中で、体操のときに大勢の方が集まってい

るようですから、そういうことも含めて指導かたがたお願いしたいというふうに思います。

やはり一番大事なのは、病気や薬について、やっぱり正しい知識を持ってもらうと。何でも

もらってくればいいというものじゃなくて、本当に、そこに合った人に薬を配付してもらうよ

うに、知識を持つ人は大事だというふうに思います。正しい知識があれば、軽い症状を自分で

改善したり、生活習慣病の予防や健康管理に役立つことがあるのではないかということを思っ

ておりますので、ここの点だけ一つ、もう一回答弁をお願いしたいと思います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 髙橋議員からの御質問に対して答弁させていただきます。

髙橋議員から、個人の健康管理を含めて、薬等の管理を含めた御質問があったかと思います。

町としては、先ほど言いましたように、健康マイレージということで個人の体を健診を受け

てする制度とか、それから、ウオーキングの健康スポーツを含めて事業として取り組んでおり

ます。先ほど言いましたように、来年度もそういった健康に関する各課の取り組みをやってい

くということでございます。

また、服薬する薬についても、やはり個人の管理だけじゃなくて、かかりつけの医者のアド

バイスとかそういったものが必要かと思っております。町としては、こういったＯＴＣ医薬品

についても、活用する人について、適切な情報提供などを含めて考えていく必要があるかと思

っております。

ちょっと家庭に関連する、昨日の日経新聞の記事なんですが、生活習慣病を手厚くというこ

とであります。これは、昨日の日経新聞に、厚生労働省が糖尿病や高血圧症といった生活習慣

病の予防対策として大幅に見直すと。医師の指導に沿って運動したら、医療費としてその費用

を控除できる。例えばスポーツジムを使って健康を管理する、予防医療をやるということであ

れば、その自治体に対して交付金を広げるように、より多くするということが、記事が昨日、

新聞に出ていました。

こういったことも踏まえて、私自身も予防医療については非常に生活習慣病を含めて医療費

の削減につながるところはしっかりやっていきたいと思いますので、こういった医療制度、そ

れから国の方針等を含めてしっかり取り組んでいきたいと思っております。

以上です。
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○議長（新井 實君） ３番髙橋勝利議員。

〔３番 髙橋勝利君発言〕

○３番（髙橋勝利君） 是非そういう立場で町民に、今度はそういうことが厚生労働省から示

されているということで広めていけば、町民の方々も是非そういうことをやっていこうという

ように、もっと機運が高まるということだと思います。そういうことをお願いして、健康関係

についての質問は終わりにさせていただきたいと思います。

次に、教育長のほうにお伺いしたいと思います。

昨年６月１日より実施したＩＣカードについては、確かにそういった取り組みが行われたん

ですけれども、まず、この成果、それをやったことによって、教職員の１日の勤務時間、月と

かそういうものは、あれから、６月から３カ月以上たっているわけですけれども、そういう成

果が出てきたのか、つかめたのかということをお聞きしたいと思うんですけれども、この間の

テレビなんかでも報道されたのは、45時間、月、残業時間なんていうことが言われていますけ

れども、その辺のところもちょっとはっきりしないところがあります。

英語の増加、教員の労働時間というのは、極端に言いますと、もはや限界なんだということ

を言っている人もいるんです。政府は、10月30日の労働現場での過労の実態をまとめたんです

よ。過労死防止等対策白書、これ、2018年度版というのを出しているんですけれども、ここで

決定したことについて、全国の小・中学校の教員を対象に調査をしたと。３万5,000人という

ふうに言われているんですけれども、３万5,000人が全体の割合にすれば少ない。多いとは言

えないのでありますけれども、政府はそうやってまとめたことなんですけれども、業務やスト

レスの悩みがあるというふうに答えた人が80.7％、厚生労働省は、11月中旬に、専門家でつく

る協議会で、心のケアなどの対策を議論し、教職員の調査でストレスや悩みの内容を複数回答

で尋ねたところ、長時間勤務の多さが最多で43％、それから、一番大事なのは職場の人間関係

が40％もいっていると。さらには、ＰＴＡとかそういった保護者の対応も38％というふうにし

て、非常に高いわけでありますけれども、その辺のところについても、教育長に、このような

調査結果についてどのように考えているのか、上里町の実態と照らし合わせてお聞きしたいと

思いますので、よろしくお願いします。

もう一つは、ある大学生に……

○議長（新井 實君） ３番髙橋議員に申し上げます。

一般質問は一問一答方式にてお願いいたします。

○３番（髙橋勝利君） わかりました。そういうことがいろいろあるんですけれども……

○議長（新井 實君） すみません。

○３番（髙橋勝利君） 一答一問ということで。
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○議長（新井 實君） ３番髙橋勝利議員に申し上げます。

質問は一問一答にてお願いします。

○３番（髙橋勝利君） 了解いたしました。

そういうことでありますので、わかりました。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 先ほどの答弁の中にも、ＩＣカードを使って職員の勤務管理を進め

る中で、負担軽減を進めていきたいというふうな話をさせていただきました。

今の御質問は、ＩＣＴを活用した後の実態はどうなのかということでございますけれども、

ＩＣＴを活用して、まず１つは、教員の意識が変わりましたというのをまず挙げられます。た

だ、今、私どもが捉えているのは、国のほうが出しております80時間を超えない、いわゆる過

労死ラインは超えさせないようにしようじゃないかというのが大きな柱になって、記録をとっ

ているわけでございます。その結果、６月からとってまいりまして、それまでは結構80時間超

えはいっぱいあったんですけれども、６月から11月まで、中学を除くとほとんどなしです。小

学校でいいますと、１校２人のみです。中学校は若干まだございます。やはりこれは部活動の

関係があるのかなというふうに思っているわけですけれども、いずれにしろ教員がパソコンの

中で自分の、いわゆる超過勤務時間を帰るときに把握できるんです。毎日毎日。今日は何時間、

今日で何時間だぞというのがわかるようになっていますので、やはりその意識をしていくとい

うふうな形になったのかなというふうに思います。

昨日でしたか、45時間ですか、国のほうが方針を出したというのがございましたけれども、

それについてもちょっと急遽情報をとらせてもらいましたけれども、45時間ですと大変無理が

あるというのがわかりました。というのは、それだけ教員の仕事量というのは多いのかなとい

うふうに思います。

議員御指摘のように、本来の、いわゆる授業に使える時間プラスアルファの時間が、教員は

非常にたくさんあるということなんです。保護者対応もございますし、中学校であれば部活の

問題もありますし、さまざまな研究会等もございます。そういうものを含めますと、やっぱり

45時間というのはかなり無理があるのかなと。国のほうも、この後、45時間がどういうふうに

出てくるのかよくわかりませんけれども、今、一生懸命検討しているようでございます。変形

労働時間とかいろいろなことを言って、夏休み以外のところは勤務時間を少し長くして、夏休

みに集中的に休みをとってもらおうとかというのはあるんですけれども、その中でも言われて

います。教員は夏休み、休みじゃないんです。研修時間に相当割いています。そうしますと、

教員が自分の資質を高めるための時間をとられてしまうというのがございますので、夏休み中
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を全部休みにしちゃって、あとは勤務時間を８時間じゃなくて10時間にしようじゃないかとい

うのは、ちょっと議論が乱暴なのかなというふうに思っているところでございます。

いずれにしましても、各学校ともこのＩＣカードの活用を含めて、一斉退庁日を設けたり、

ノー残業デーですか。あるいはすいすい帰るデーだとか、そういう名称を使いながら、教員が

お互いに声をかけ合いながら、自分たちの勤務時間管理を進めている。当然、校長もＩＣカー

ドの結果を見ながら、職員に対して話しかけをしながら、教員が負担にならないような、そん

な体制をとっていかれたらなというふうに思っています。

私ども教育委員会としましても、教員に対してそんなような働きかけをするとともに、もう

一つは、国や県からくる調査類が余りにも多過ぎるということで、それらについては教育長会

を通じながら要請をしてまいって、負担の軽減に向けた取り組みをしてまいりたいというふう

に思っているところでございます。

以上です。

○議長（新井 實君） ３番髙橋勝利議員。

〔３番 髙橋勝利君発言〕

○３番（髙橋勝利君） 先ほどの、私が言ったことが、通告以外の内容だということで指摘を

されましたので、そのことについてはあえて申し上げないと思います。

一番の今回の問題につきましては、外部委託、土日を活用と教育長は言っていますけれども、

そうするとなると、外でそういう授業を行う、そういうところに参加するということになりま

すと、交通事故等が心配されるわけです。皆さんも、ここに集まっている方、もう既に御承知

のことと思いますが、本庄西中の生徒がそういった事故を起こしてしまった。今後もそういっ

たことが、今度は公的に認められてやるようになると、非常に事故が心配されるわけです。

そういったことについて、安全対策とかそういうものがありましたらお聞かせ願いたいと思

います。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 子どもたちが外へ出て学習するというのは、学校の教室の中だけで

学習するよりも生きた学習になるということで、大変、各学校とも、校外に出た実施学習とい

うのは一生懸命やっております。特に小学校は、町内の各施設を訪問したり、県内の施設を訪

問したりということで、外へ出た学習がたくさんあるわけですけれども、そんな折の、いわゆ

る安全対策でございますけれども、通常は学級担任１人で30人なり三十五、六人の子どもたち

を面倒見るわけですけれども、校外学習には必ず補助者をつけております。２人体制、あるい

は３人体制で、町内であればほとんど全部歩きですから、いろんなところに危険な箇所がござ
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いますので、そういうところに２人、３人、学校の中で授業のあいている教員がいる場合は、

その教員につけさせる。あるいは保健の先生方がつくとか、もっと言いますと、町民の皆さん

方に、実はボランティアで参加をしていただいているという場面もございます。いわゆる施設

見学の場合の付き添い、引率です。交差点のところで面倒を見てもらうとかそんなことをやり

ながら、子どもたちがけがをしないで生きた学習ができるような体制をとっております。

部活動になりますと、ほとんどはバスで移動しちゃいますので、子どもたちが単独で動くと

いうことはございませんが、単独で動くような場合には、引率者が途中途中でついて点検をし

たり、あるいは注意をしたりというような形での引率体系をとっているところです。

いずれにしましても、子どもたちが校外に出た学習については、ある一定の決まりがござい

ます。修学旅行であれば、泊であれば、何人に対して何人の引率者をつけなさいというような

決まりがございますので、それに合った方法で子どもたちの安全確保というのをやっているわ

けでございます。

本庄市で起きた事故は非常に悲惨なものなんですけれども、あれは学校外の、いわゆる学校

管理外、いわゆる家庭の中での出来事と同じ扱いになります。したがって、そこのところに教

員がついて安全管理をするというのは、なかなか難しさがございます。いわゆる学校管理下の

問題につきましては、教員が責任を持って安全確保をしながら、子どもたちが外でできるよう

にしてまいりたい。

今、言った、総合的な学習の時間が外でできるようになる。当然のごとく土日であってもそ

ういう体制をとらなくてはいけないというふうに考えておるところでございます。

以上です。

○議長（新井 實君） ３番髙橋勝利議員の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午前１１時５６分休憩

────────────────────────────────────

午後１時３０分再開

○議長（新井 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続行いたします。

８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 皆さん、こんにちは。議席番号８番の植原育雄でございます。通告に

従い、質問をさせていただきます。

私は、安心して暮らせる町をつくるには、住民の皆様と行政による一体的な取り組みが必要
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だと思っております。キーワードは「安全と安心」、安全で安心な町づくりを進めます。「選

択と集中」、必要な事業を選択し実施を目指します。「官民協働」、官と民の協働による地域

主権の町づくりを進めます。

今12月定例議会では、１、交番の設置について。２、交通事故の減少を目指して。３、電気

自動車の充電スタンド（急速充電設備）について。４、道徳教育について。５、平成31年度予

算編成について、町長、教育長に質問をさせていただきます。

１番目に、交番の設置について、町長に質問をさせていただきます。

上里町には以前、駐在所が町内の旧村単位で４カ所ありました。交番設置に伴い、神保原駅

前交番１カ所となりました。上里町の人口はここ数年来、約３万1,000人ほどであります。埼

玉県読売防犯協力会と埼玉県警察本部が発行しております「安全安心なまちづくり」のパンフ

レット平成30年11月号によれば、犯罪（刑法犯）認知件数、平成30年１月から10月末までの暫

定値でありますが、上里町は１、住宅対象侵入盗20件、本庄市18件。２、自動車盗４件、本庄

市10件。３、オートバイ盗４件、本庄市４件。４、自転車盗36件、本庄市97件。５、車上狙い

25件、本庄市34件。６の部品狙い６件、本庄市33件となっております。埼玉県警察のホームペ

ージによりますと、本庄市には２つの交番と３つの駐在所があります。本庄市と合併した旧児

玉町には３つの駐在所があります。神川町には３つの駐在所、美里町には２つの駐在所、神川

町と合併した旧神泉には１つの駐在所があります。申し上げましたように、犯罪（刑法犯）認

知件数は本庄市のほうが多く発生しておりますが、犯罪事案によってはこの本庄市と余り変わ

らない事案もあり、１の住宅対象侵入盗事案では上里町のほうが多く発生しております。上里

町においても、交番設置についての要望書を２度、警察に提出していると思います。１回目は

神保原駅の南側に交番を設置する請願が提出され、議会で採択され、平成14年12月に本庄警察

署に要望書を提出、場所は神保原駅南区画整理事業区域内でありました。２回目は、区長会を

中心にして、町民体育館の南側の県道・藤岡本庄線沿いに交番設置を求める署名活動の結果、

１万人を超える方々からの署名をいただいて、平成20年３月に埼玉県警察本部に要望書を提出

したと聞いております。いまだに交番の設置に至っておりません。振り込め詐欺や交通事故も

多発しております。身近に交番や派出所等があれば、地域住民は安心して暮らせます。前町長

は、快適で安全な町づくりの一環として、交番設置の要望活動につき、今後、警察と相談して

検討してまいりたいと答弁しておられますが、山下町長はどのような考えをしておられますか、

質問をいたします。

次に、交通事故の減少を目指して。町長に質問をさせていただきます。人口1,000人当たり

の人身交通事故発生件数について、平成30年10月末の確定数値でありますが、市町村別交通事

故発生率は、ワースト１位は川島町、２位は上里町、３位は本庄市となっております。同年同
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月の市町村別高齢死傷者発生率では、ワースト１位が行田市、２位が上里町となっています。

いずれも埼玉県内72市町村内の発生率となっております。人身交通事故が減らない理由は何で

しょうか。上里町の担当者の方も努力をされております。危険な箇所を取り除くこと、言葉で

表現するのは簡単であると思います。しかしながら、この現実を放置しておくことは許されな

いことであります。上里町民が安全で安心して暮らせる町づくりのために、何かを考えて実行

する必要があります。上里町内の幹線道路を一刻も早く整備し、車両が生活道路に入り込まな

いようにすることも交通事故を減少させる重要なことであると私は考えております。また、平

成30年11月20日火曜日の読売新聞によりますと、埼玉県警察では、生活道路などでのスピード

違反を摘発することで重大事故を防ごうと、昨年４月から移動式の速度違反自動監視装置オー

ビスの本格運用を始めています。移動式オービスを従来できなかった道路幅の狭い生活道路や

通勤・通学路、住宅密集地等に重点的に設置し、取り締まりをしております。

埼玉県内の、今年の交通事故の死者は、11月18日時点で156人と愛知県、千葉県に続いて全

国ワースト３位で、埼玉県警の交通指導課長は、神出鬼没な運用をしてドライバーの速度超過

に対する意識を変えていくことで重大事故を少しでも減らしたいと話しております。交番や派

出所が設置できるまでの間、上里町内に警察車両の待機場所、立ち寄り場所を何カ所か設置し

たらどうでしょうか。また、朝の通学時間帯に警察車両でパトロールを本庄警察署にお願いす

ることも必要ではないでしょうか。山下町長はどのような考えをしておられますか、質問をい

たします。

次に、電気自動車の充電スタンド（急速充電設備）について、町長に質問させていただきま

す。最近、よく目にする機会が増えてきているＥＶですが、ＥＶとはエレクトリック・ビーク

ルの略でありますが、エレクトリックは電気、ビークルは車両という意味で、文字どおり電気

自動車のことです。従来の車と違うところは、電気自動車にはエンジンが搭載されていません。

そのかわり、電気モーターが搭載されており、バッテリーに蓄えてある電気で走行します。ガ

ソリンなどの石油燃料を必要とせず、ＣＯ２や排気ガスを排出しないので、環境に優しい車両

として世界中で注目されております。また、ガソリン車と比べてランニングコストが安いのも

魅力の一つであります。減速時に発生したエネルギーを回収することができるため、エネルギ

ー効率はガソリン車よりもかなり高くなります。ＥＶ車と似たような種類に「ハイブリッド・

ビークル」ＨＶという車種があります。一般的に言うハイブリッドカーのことで、ＨＶ車はエ

ンジンと電気モーターの２つの動力源を持っています。

さらに、家庭用電源からコンセントを利用して直接充電できるプラグインハイブリットビー

クル、いわゆるＰＨＶ車があります。また、プラグインハイブリッド電気自動車のＰＨＥＶ車

といった種類もあります。購入時に補助金や減税を受けることができます。電気自動車は家庭
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での充電はもちろんですが、出先で充電量が減ってきた場合は、充電スタンドで充電しなけれ

ばなりません。電気自動車の充電スタンドは３種類あります。

１種類目はポール型普通充電器200ボルトでケーブルあり、設置場所は商業施設、宿泊施設、

屋外駐車場などで、約４時間充電で80キロメートル、約７時間充電で160キロメートル走行が

可能であります。野外に設置されている普通充電器は主に200ボルトタイプであります。100ボ

ルト充電器の場合は充電時間がかかってしまうので、一般家庭の車庫などに設置することが多

いようであります。

２種類目は、ポール型普通充電器200ボルトでケーブルなし、コンセント型については、設

置場所は商業施設、宿泊施設、屋外駐車場等で、約８時間充電で80キロメートル、約14時間充

電で160キロメートル走行が可能であります。普通充電器は主に200ボルトタイプであります。

ケーブルがないコンセント型普通充電器の場合、電気自動車に搭載されている充電ケーブルを

充電器のコンセントに差して充電をいたします。そのため、充電器に設置されているコンセン

トの種類によっては、充電できる車種が限られております。

３種類目は、急速充電器、出力50キロワット。設置場所は高速道路のサービスエリア、ガソ

リンスタンド、道の駅、カーディーラー、市役所、町村役場、総合病院、商業施設であります。

約15分の充電で80キロメートル、約30分の充電で160キロメートル走行が可能であります。よ

り多くの電気を流すことができる３相の200ボルトの電源から充電するため、短時間での充電

が可能です。一般的に、たった５分の充電でも40キロメートル走行することも可能であります。

高速道路のサービスエリア等、急ぐ方の集まる場所に多く設置されているようです。本庄市児

玉郡市町の電気自動車充電スタンド（急速充電設備）の設置状況について、私が調査した時点

は次のとおりであります。

本庄市内の設置状況については全体で24件となっております。公共施設の設置は児玉総合支

所と、はにぽんプラザ、本庄市民文化会館の隣の保健センターの３カ所となっております。

本庄市役所には設置はされておりません。

児玉総合支所、電気自動車充電スタンド（急速充電設備）は、料金は無料で、12月28日から

１月４日の年末年始は定休日となっております。はにぽんプラザの電気自動車充電スタンド

（急速充電設備）は、当面は無料、充電時間は１回30分まで、12月29日から１月３日の年末年

始は定休日となっております。

本庄市保健センターの電気自動車充電スタンド（急速充電設備）は、当面は無料、平日の午

前８時半から午後５時15分まで、年末年始は定休日となっております。

神川町の町内の設置状況については全体で１件となっております。電気自動車充電スタンド

（急速充電設備）は神川町役場の駐車場、庁舎の西側に設置されております。料金は有料とな
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っております。

美里町の町内の設置状況については全体で３件となっております。美里町役場に設置されて

おります。料金は有料であります。充電時間は１回30分まで無休で24時間営業。

また、猪俣地内にある民間の車屋さん、車の整備工場に１カ所と、広木地内のゴルフ場内、

充電時間は30分100円となっております。

上里町の町内の設置状況については、全体で４件となっております。上里サービスエリア上

り線、料金は有料、無休で24時間営業。上里サービスエリア下り線、料金は有料で無休で24時

間営業となっております。

３番目が、埼北三菱自動車販売（株）、料金は有料、無休で24時間営業となっております。

４カ所目が高橋自動車（株）は、普通の充電器コンセント型、急速充電設備ではありません。

利用時間は営業時間内となっております。環境に優しい車両として世界中で注目されておりま

す電気自動車推進のためにも、電気自動車の充電スタンド（急速充電設備）を上里町役場敷地

内に設置したらどうでしょうか。町長はどのようにお考えかを質問をいたします。

次に、道徳教育について、教育長に質問をさせていただきます。

最初に平成30年、今年の４月から小学校で道徳が正式教科となりました。1958年（昭和38年）

９月の道徳の時間の特設以来、60年の年月を経て、2018年４月に特別の教科である道徳が小学

校で始まったわけであります。中学校は翌年になります。道徳は特別の教科となることによっ

て不安を感じている先生も多くいると聞いております。特に、大きく変わることは教科用図書

の使用と、道徳科の子どもの評価であると聞いています。年間指導計画に基づき、教科用図書

を主たる教材として授業を行うことで、これまで以上に道徳科の授業の定着を図る。また、年

間35時間の授業を継続に行うことによって、子どもの学習状況や道徳性に係る成長の様子を評

価する、このような状況からとかく教科用図書の使用の仕方や、子どもの評価の仕方に目が行

きがちになってしまうことになりますが、子どもの道徳性を養うことを目標としている道徳教

育や、道徳科の本質を見きわめてしっかり取り組んでいくことが重要であると、文部科学省初

等中等教育局教育課程課の浅見哲也調査官は述べております。

道徳教育の目標について質問をいたします。

本物の自分を見つけ、本物の自分をつくり出していくこと、本物の自己を確立することだと

思います。別の言葉で言えば、みずから考え、みずから実行し、みずからの言葉で語り、みず

からの責任を持とうとする人間を育てることだと思います。本当の自己を見つけ、つくり出そ

うと努力している人は、いじめなどしないと思います。わがままを言って人に迷惑をかけたり

はしないと思います。道徳教育の目標について、教育長に質問をいたします。

規範意識の低下と道徳教育の必要性について質問をいたします。
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子どもたちの規範意識。規範意識とは道徳、倫理、法律等の社会のルールを守る意識の低下

も道徳の教科化の背景の一つであると思います。近ごろ、子どもたちの他の者に対する無関心

やお互いへの思いやりの不足、自己抑制力の低下などが指摘されております。例えば、自転車

に乗ってスマートフォンに夢中で車や人をよけないなど交通ルールを守らず、周りへの危険を

配慮できない。バスや電車に多数の仲間と乗ったときには通路を占拠し、大きな声で話をする

など他人の迷惑を省みない。人としてなすべきことは何か、何をしてはいけないのかをわきま

えず、自分のやりたいことを優先する。こうした行動を注意すると、なぜ注意されるのかが理

解できずに、「お前には関係ない、周りには迷惑はかけていない」などと言って逆切れする。

ひどい場合は注意をした人に危害を加えることもあります。周囲の大人も見て見ぬふりをする

ために問題行動とは全くされません。それだけに、子どもの規範意識や道徳心を養うためにも

義務教育で善意の価値基準を指導する道徳の時間が重要となっております。規範意識の低下と

道徳教育の必要性について、教育長はどのようなお考えをお持ちでしょうか、教育長に質問を

いたします。

次に、道徳の教科書や評価の導入による教員の対応について質問をいたします。

子どもたちに道徳観や倫理観、規範意識を教える自信がないとする教員の方もいると思いま

す。特別の教科の道徳教育は充実したものとなるためにも、教員の方の不安や苦手意識を取り

除く必要があります。そのためには、教育の方がみずから道徳の徳目やいじめ問題について考

え、そして子どもたちに考えさせ、議論させる方向など、学べる研修が不可欠だと考えます。

道徳の教科書や評価の導入による教員の対応について、教育長はどのようなお考えをお持ちで

しょうか、質問をいたします。

次に、平成31年度予算編成について、町長に質問させていただきます。平成31年度予算の基

本的な考え方について質問をいたします。

町長から新年度予算の編成方針が示されて、各課（局）などから予算要求書が提出され、予

算担当課では提出された予算要求に対してヒアリングを実施し、調整が整わない場合は町長ヒ

アリングなどを経て新年度予算が編成されると思います。山下町長が初めて予算の編成を行う

わけでありますが、新年度予算を編成するに当たり、基本的な考え方について質問をいたしま

す。

次に、平成31年度事業の特色について質問をいたします。

山下町長は選挙戦に当たり、上里町民に対して公約をされております。また、流れを変える

とも言われております。公約実現のために、平成31年度予算の中で、今までと違ったいわゆる

事業についても特色があるのではないかと思いますが、町長に質問をいたします。

続きまして、新規事業と継続事業について質問をいたします。
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交通事故の減少を目指して、町長に質問した中で、私は上里町内の幹線道路の整備が必要だ

と提案をしております。例えば、工業団地のアクセス道路については継続事業となると思いま

すが、同僚議員からも質問がありました国道254号線に通じるリバーサイドロードも早く実現

してほしいと思っております。山下町長は新規事業と継続事業についてどのような考えを持っ

ておられますか、質問をいたします。

以上で１回目の質問を終わります。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員の質問に対して、町長の答弁を求めます。

町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 皆さん、こんにちは。ただいまの植原育雄議員の御質問に順次お答え

申し上げます。

まず、１、交番の設置についての、①ＪＲ高崎線の南側地域に交番の設置についての御質問

でございます。

議員お話しのとおり、以前は賀美、長幡、七本木、神保原の４地区に駐在所がありましたが、

現在は神保原駅の北側に設置されている上里交番のみでございます。交番設置に関しましては

２度ほど要望書を提出した経緯がございます。１回目は駅の南側に交番を設置する請願が出さ

れ、議会で採択されるなど住民からの要望も多かったことから、平成14年12月に要望書を提出

させていただきました。用地につきましては神保原駅南区画整理事業区域内を予定しておりま

した。

次に、２回目は区長会を中心に町民体育館の南側の県道・藤岡本庄線沿いに交番設置を求め

る署名活動のもと、平成20年３月に要望書を提出させていただきました。いずれも交番の設置

には至っていないわけでございます。昨今、車上荒らしや空き巣、不審者情報、振り込め詐欺、

交通事故が多発しておりますので、身近に交番があれば地域住民は安心だと考えております。

人口密度などを考慮すると県北地域に交番を増やすことはなかなか難しいようですが、今後と

も快適で安全な町づくりのため、要望活動を引き続き行ってまいりたいと考えております。

次に、２、交通事故の減少を目指しての御質問にお答えを申し上げます。

まず、幹線道路の整備についてのお尋ねでございます。上里町の人身事故件数は減少傾向に

ありますが、人口1,000人当たりの人身交通事故発生率は議員御指摘のとおり、埼玉県内にお

いて毎年一、二位を競う状況にあります。人口密度の観点からすると若干不利な面もございま

すが、本年も10月末現在で県内72市区町村中ワースト２位となっております。また、高齢死傷

者発生率におきましてもワースト２位となってしまっているところでございます。その要因と

しましては、当町は県境に位置し、群馬県から車両が流入することにより、町内の交通量が増
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加することや、主要道路が渋滞することにより、通行車両が生活道路に入り込むことなどが考

えられます。交通事故多発箇所での取り締まりやパトロールなどを本庄警察署にお願いしたい

と考えております。また、幹線道路の整備につきましては、引き続き計画的に進めるとともに、

本庄警察署と連携して交通事故を未然に防ぐための啓発活動や交通規制、交差点付近の減速線

設置などを初めとした道路交通の円滑化を目的とした路面標示の整備などを進めてまいりたい

と考えております。

続きまして、②警察車両の待機場所、立ち寄り場所の設置についての御質問にお答えを申し

上げます。

現在、上里町内において、警察車両の待機を目的とした場所は設けておりませんが、一般的

に赤色灯をつけた警察車両が運転中のドライバーの視界に入ることにより、運転がより慎重に

なることは多いと思われます。また、決められた場所に継続して待機を行うことにより、交通

ルール違反の事前抑止、並びに周辺地域の治安維持にもつながると思われます。議員お話しの、

警察車両の待機場所の設置や朝の通学時間帯における警察車両でのパトロール強化につきまし

ては、本庄警察署に要望してまいりたいと考えております。誰もが安心して安全に暮らせる町

を目指し、地域ぐるみで防犯対策、交通安全対策を進めてまいる所存でございます。

次に、３、電気自動車の充電スタンド（急速充電設備）を役場敷地内設置についてでござい

ます。

次世代自動車である電気自動車は、走行中における排出ガスを発生させないので、地球温暖

化対策の一環にもなる環境に優しい乗り物です。町では、第４次総合振興計画で環境に配慮し

た電気自動車のための充電スタンドの設置の検討も進めてまいりました。役場敷地内に一般の

方が使える電気スタンドが設置されれば、電気自動車への関心が高まり、普及が促進されるこ

とも期待できます。電気自動車に対する充電インフラの充実は、環境保全の推進のためにも重

要であると考えております。また、経済産業省が取りまとめた次世代自動車戦略2010では、電

気自動車やプラグインハイブリッド車の新車販売に占める割合を2020年に15から20％、2030年

に20から30％にするという目的を掲げており、今後、電気自動車の販売台数が増加するに伴い、

充電設備の需要も増加するものと思われます。現在、町には電気自動車の公用車が１台ござい

ますが、この公用車のための充電施設は役場庁舎内のコンセントから充電するもので、一般の

方が使えるものではありません。また、充電時間も満充電まで四、五時間必要になります。議

員御指摘のとおり、上里町を除く児玉郡市の市町には公共施設に一般の方が使える充電スタン

ドが設置されているようでございます。電気自動車も急速に増えており、町としても充電スタ

ンドは環境に配慮した重要施設であると考えておりますので、設置に関しては前向きに考えて

いきたいと思っております。
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次に４、道徳教育については教育長より答弁させていただきます。

次、５、平成31年度予算編成についてのうち、①平成31年度予算の基本的考えについてでご

ざいます。

平成31年度の当初予算につきましては、平成30年９月26日に、平成31年度予算編成方針を作

成、通知を行いました。現在は各課による予算要求の調整を行っている段階でございます。予

算編成方針の基本的な考え方についてでございますが、上里町の基本目標である第５次上里町

総合振興計画、また、地方創生に向けた具体的な取り組みを行う上里町まち・ひと・しごと創

生総合戦略、これら継続事業につきましては責任を持って着実に前進させていく必要があろう

かと思います。これに加え、新年度の予算編成に当たっては、私の目標とする町づくりでござ

いますが、「選ばれるまち、住み続けたいまち」に向けた取り組みに関しましても、具体的な

取り組みの開始に向け、検討を行ってまいりたいと考えております。一方、決算における経常

収支比率の悪化が示しましたように、公債費の上昇など町の財政は依然として厳しい状況と言

わざるを得ません。このことから、予算編成に当たっては必要性や優先性を明確化し、事業の

適正規模の検証や仕分けを行うことで事業費全体のスリム化を図らなければならないと考えて

おります。

次に、②平成31年度予算の特色についてでございますが、現在は編成を行っている段階でご

ざいます。あくまでも私の考え方ということで答弁させていただきたいと思います。

私自身、当初予算の編成については、初年度ということでございますが、私の町長としての

思いや考え方などについては定例会を初めとしまして、あらゆる場におきまして都度、お話を

させていただきました。また、さきの定例会の場におきましても、平成31年度予算におきまし

て、政策の中身を予算の中に盛り込んでいきたい、このように述べさせていただいております。

町長就任以来、「選ばれるまち、住み続けたいまち」の実現に向け、あらゆる政策について、

その検証を行ってきたわけでございますが、その過程の中で政策の性質などに基づき分類を行

い、中心となる考え方をまとめる作業を行っております。基本的な柱を掲げさせていただきま

すと、「子育て支援の推進」、「町民にやさしい医療・福祉施策」、「ＩＴや各種資源を活用

した行財政運営」、「住みやすい住環境整備の推進」などがございます。総合振興計画や総合

戦略に加え、「選ばれるまち、住み続けたいまち」実現に向けた取り組みについても、平成31

年度当初予算の特徴として今後、３月定例会の場におきまして提案させていただきたいと考え

ております。

最後に、③新規事業と継続事業についてでございます。新規事業、継続事業ともに将来の上

里町にとって有益であると考えられる事業こそ、投資を行う価値があると私は考えております。

私の公約と関連の高いもので、未来の投資と考えられる事業について幾つか申し上げたいと思
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います。

こども医療費の拡充については、９月の定例会におきまして既に説明をさせていただいてお

りますが、今年度より補正予算を計上し、具体的な事務などを行っているところでございます。

平成31年４月からの実施に向け、予算化を行いたいと考えております。また、産業振興関連で

申し上げますと、企業誘致活動にはより一層重点的に取り組んでいきたいと思います。埼玉県

との連携による情報収集に加え、企業訪問によるＰＲ活動も行っていきたいと考えております。

稼げる町の実現に向け、関連事業についても積極的に取り組んでまいります。

現在は、各課からの要求を調整している段階でございます。未来の投資ということで、一部

の事業についてお話をさせていただいたわけでございますが、その他の事業に関しましては３

月定例会の場において御説明させていただきますので、御理解を賜りたいと考えております。

以上でございます。

○議長（新井 實君） 次に、教育長の答弁を求めます。

教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 皆さん、こんにちは。植原育雄議員の４、道徳教育についての御質

問に順次お答え申し上げます。

まず①の道徳教育の目標についてお答え申し上げます。

道徳教育の目標は、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値につ

いての理解をもとに、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的、多角的に考え、人間として

の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育

てると学習指導要領に示されております。この目標を踏まえて、学校における道徳教育は自己

の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自立した１人の人間として、他者とともによ

りよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とする教育活動であり、社会の変化に

対応し、その形成者として生きていくことができる人間を育成する上で重要な役割を担ってお

ります。教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者としての必要な資

質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行うものであり、心の教育である道徳教育は

教育の中核をなすものでありますので、学校における道徳教育は、学校のあらゆる教育活動を

通じて行われるべきものと考えております。

次に、規範意識の低下と道徳教育の必要性についての御質問にお答え申し上げます。昨今、

規範意識の低下が懸念されておりますが、道徳科の目標に示されている道徳性とは、人間とし

てよりよく生きようとする人格的特性であり、道徳性を構成する諸様相である道徳的判断力、

道徳的心情、道徳的実践意欲と態度を養うことを求めております。道徳的判断力とは、それぞ
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れの場面において善悪を判断する能力であり、道徳的な心情は道徳的価値の大切さを感じ取り、

善を行うことを喜び、悪を憎む感情のことでございます。さらに、道徳的実践意欲と態度は道

徳的判断力や道徳的心情によって価値があるとされた行動をとろうとする心の羅針盤でもござ

います。規範意識に係る道徳科の内容項目といたしましては、自主、自立、自由と責任におい

て自立の精神を重んじ、自主的に考え判断し、誠実に実行して、その結果に責任を持つこと。

礼儀において、礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動をとること。遵法精神、公徳

心において法や決まりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよいあり方に

ついて考え、自他の権利を大切にし、義務を果たして規律ある安定した社会の基盤に努めるこ

ととして、それらを重点的に指導しておるものでございます。なお、一人一人の児童生徒は必

ずしも同じように発達しているわけではありませんので、児童生徒を指導するに当たっては画

一的な方法をとることなく、児童生徒一人一人を多面的に深く理解するよう配慮しておるとこ

ろでございます。

また、道徳性は徐々に、しかも着実に養われることによって潜在的、持続的な作用が行為や

人格に及ぼすものであるだけに、長期的展望と綿密な計画に基づいた丹念な指導を行い、道徳

的実践につなげていくことが大切でありますので、指導の計画や方法の研究を進め、指導の効

果を高める工夫をするよう働きかけてまいりたいと考えております。

次に、道徳の教科書や評価の導入による教員の対応についての御質問にお答え申し上げます。

道徳の教科化を背景として社会のグローバル化の進展や情報通信技術など科学技術の進歩、

かつてないスピードでの少子高齢化が進む中、一人一人が道徳的な価値を自覚し、みずから感

じ考え、他者と対話し協働しながらよりよい方向を目指す資質、能力を備えることの重要性が

求められておりました。これを受け、中央教育審議会は道徳に係る教育課程の改善についての

答申を示しました。答申の概要は道徳の時間を「特別の教科 道徳」として位置づけ、中心と

なる教材として検定教科書を導入すること、情報モラルや生命倫理などの現代的課題の扱いを

充実すること。問題解決的な学習や体験的な学習を取り入れ、指導方法を工夫、改善すること。

家庭や地域に開かれた道徳教育を進めること。一人一人がよさを伸ばし、成長を促すための評

価を充実することとあります。答えが１つでない課題に、子どもたちが道徳的に向き合い、考

え議論する道徳教育へ転換することで児童生徒の道徳性を育むことが具体的なポイントとして

示されております。

上里町では、本年から先行実施された小学校の道徳科で使用する教科書は、日本文教出版の

「小学道徳 生きる力」を採用させていただいております。また、来年度から実施される中学

校の道徳で使用する教科書は日本文教出版の「中学道徳 あすを生きる」を採用することとし

ております。採用した教科書は道徳科で学ぶことや、道徳科での学び方が明確に示されている
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こと、指導計画立案のための学習の手引きや授業で役立つデータが収録されており、各学校の

教育の目的や目標に向けて最適であること。また、道徳ノートが別冊についており、教員、子

どもたちだけでなく保護者も活用できるようになっていることが特徴として挙げられます。ま

た、特別な教科、道徳の評価についてでございますが、基本的な考え方といたしましては、５、

４、３、２、１という数値による評価ではなく、記述式であること。他の児童との比較による

相対評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受けとめ、励ます個人内評価とし

て行うこと。他の児童生徒と比較して優劣を決めるような評価はなじまないこと。個々の内容

項目ごとでなく、年間35単位時間の授業という長い期間の中で、それぞれの児童生徒の変容を

見取り、評価を行うこと。発達障害等の児童生徒についての配慮すべき観点等を学校や教職員

間で共有することの５項目を配慮項目として示されております。

基本的なあり方を踏まえ、上里町では28年度から埼玉県教育委員会主催の道徳教育に係る研

修会へ教員を積極的に派遣するとともに、道徳教育充実に向けた各種研究資料や参考資料の提

示、各校で完全実施に向けた計画的研修。さらに、道徳主任を中心とする指導計画の達成や、

評価欄の記入例作成などに取り組んでおります。さらに、先ほど、植原議員がお話ありました、

文科省の教科調査官の浅見調査官の研修会を昨年、全教職員を対象にさせていただいておりま

す。また、児童生徒の学習課程や成果などの記録を計画的にファイリングし、評価に活用する

工夫や道徳ノートの活用など、指導と評価のあり方を教員が共有できるようにし、評価に関し

て負担軽減策についても研究を進めてまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 議席番号８番の植原育雄でございます。

町長と教育長に何点か再質問をさせていただきたいと思います。

最初に、交番の設置について質問をいたします。本庄市には２つの交番と３つの駐在所があ

ります。本庄市と合併した旧児玉町には３つの駐在所があります。上里町の人口は、平成30年

11月末現在、３万1,128人。本庄市の人口は平成30年12月１日現在７万8,406人となっておりま

す。上里町と本庄市を比較しますと、本庄市のほうが人口は多いわけでありますが、犯罪（刑

法犯）の認知件数については全体的に見ると本庄市のほうが多く発生しておるわけですが、犯

罪事案によっては本庄市と余り変わらない事案もあり、住宅対象侵入等事案については上里町

のほうが多く発生をしております。交番や駐在所の数を比較して、本庄市には交番と駐在所を

合わせて５カ所。旧児玉町には３つの駐在所ということで、本庄市には合計８カ所あるわけで

ありますが、上里町は交番が１カ所だけであります。余りにも差があり過ぎるのではないかと
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私は感じております。本庄警察署を通じて埼玉県警察本部に強く要望していただきたいと思い

ます。児玉町については、児玉警察署管内ということになっておりますが、そこら辺のところ

は本庄警察管内、それから児玉警察署管内という、そういう理由もあるかもしれませんが、余

りにも人口を比べてみても、犯罪件数に比べてみてもそんなに人口は多くなっているわけであ

りますが、その犯罪件数については本庄市と同じ、あるいは本庄市よりも上里のほうが多く発

生する事案もあるわけでありますので、ここら辺を強く本庄警察署を通じて埼玉県警察本部に

強く要望していただきたいと思いますが、再度、山下町長はどのように考えておられますか、

質問をいたします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 植原議員の交番の設置についての御質問でございます。

先ほどの私の答弁にもありましたように、以前、賀美地区、長幡地区、七本木、神保原地区

と４地区に駐在所がありました。それを集約した形で上里交番１つになったのかと思います。

交番の設置基準というのがありまして、国家公安委員会規則の地域警察運営規則では、交番ま

たは駐在所は昼夜の人口、それから世帯数、面積、行政区画及び事件または事故の発生状況等

の治安情勢に応じ、警察署の管轄に分けて定める所管ごとに置くものとされております。かつ

て、私も議員当時、体育館の南のところに県道・本庄藤岡線のところに交番設置を要望しまし

たときに、当時の町の答弁としましては、交番を設置するには約１億円かかるということを聞

いています。６人体制で昼夜を問わずということだとそのぐらいの人件費を含めた交番設置費

用がかかると伺っております。そういうお金では買えないものがございますが、大変厳しい状

況かなと伺っております。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 次に、人身交通事故が減らない理由ということでちょっと質問させて

いただきたいと思います。

上里町の担当職員の方は非常に努力をされております。しかしながら、交通事故、件数が多

いわけでありますけれども、危険な箇所を取り除くことが大事だと私は思っているわけであり

ます。町長答弁には、通過車両が多い、今後、警察と連携して協議したいというような答弁を

いただきました。危険な箇所を取り除くということは非常に大事だと思っております。例えば、

ウニクスの出入り口の信号機等の改良とか、三田中通り線と古新田四ツ谷線の交差点に信号機

の設置、それからアイデン設備のところの信号から広域消防本部ができましたが、そこに向け
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て少し行ったところに古新田地内から西に向かって横断するところがあります。最近、非常に

この付近は車両の状態が朝夕、多くありまして横断するのも非常に困難な状況であると思いま

す。信号機の設置と横断歩道の設置が必要ではないかということで、こういうところを頭に入

れていただいて、人身事故等を減らせるためには、この必要な事項が必要な、危険な箇所を取

り除くことが非常に大事だと思いますが、再度、山下町長のお考えをお聞きしたいと思います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 植原議員の事故の発生と道路の関係について御質問ありましたので、

答弁させていただきます。

上里町においては、先ほど、議員からお話ありましたようにワースト２位ということで、非

常に交通事故の発生率が高いということであります。私も本庄警察署長とは時々会いますので、

会うたびにいろんな情報交換をさせてもらったり、また、この夏には特に、私自身から本庄警

察署長のほうへ表敬訪問をさせていただいて、町の交通安全事故防止についていろんな申し入

れをしました。その中で、堤署長、非常に前向きというか、いろいろ努力していただいて、上

里町のことについては常に事故の減少について苦心されていることをいただきました。先ほど、

議員がおっしゃいますように、県境で群馬県側から来る車の関係で事故の発生率が高いとか、

そういうこともありますし、確かに朝の通勤時間帯も、確かに御指摘の地域、私も伺ったとき

も非常に朝の交通なり夕方も非常に、古新田地区のところは交通量が多いなという感じで認識

しております。来年度の予算の中でもちょっとありましたように、私自身の中に、政策の中に

道路の改善が優先事項として盛られております。そういったことで、３月には具体的な道路改

善について、町としての方針がある程度出されるというふうに認識しておりますので、交通事

故防止のことは常に私の政策の中に、頭の中に入っておりますので、そういった事故防止を含

めて、政策の面で検討しておりますので、御理解いただければありがたいと思っています。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 上里町内の幹線道路を一刻も早く整備し、車両が生活道路に入り込ま

ないようにすることも交通事故を減少させる重要なことであるということで、1回目の質問を

させていただきました。例えば、上里スマートインターチェンジから国道254号線を結ぶリバ

ーサイドロード、私は早期実現が最重要課題ではないかなと、そういうに考えております。

上里スマートインターチェンジが開通したときには大型バスが、このスマートインターチェ

ンジからおりて付近の洋菓子店や中央軒煎餅とか利用されていたかと思いますが、国道17号線
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あるいは国道254号線に向かう道路が整備していなくて、当時、大型バスが町内でうろうろし

て、どっちに行ったらいいかわからないという状況であったと思います。最近では、上里スマ

ートインターチェンジを利用する大型バスが余り私は見かけないような気がいたします。付近

の農協の経営するお店を含めまして、洋菓子店や中央軒煎餅など集客力、落ちているのではな

いかと私は感じております。大和ハウスの物流倉庫の完成後の車両の増加を考えた場合、リバ

ーサイドの早期実現は最重要課題ではないでしょうか。山下町長に再度、お考えをお聞きした

いと思います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 植原議員から、リバーサイドロードの整備について御質問がありまし

た。

先般、同僚議員からも御質問ありましたように、このリバーサイドロードについては、今年

の10月２日に関連する企業を訪問しまして、一時も早い開通を進めたいということで行ったり、

高崎の国土交通省、河川事務所ともそういった調整を今やっている次第でございます。大型車

が普通の生活道路に入ってくると、高齢者や子どもたちに対して非常に危険を伴うということ

で、私自身も一時も早い開通をして、このリバーサイドロードが幹線道路として大型車がきち

んと254へ、スマートインターから通るような形で、できればいいかと思っております。

ちょっと、午前中も話しましたように、この事業については上里町単独だけでなくて、近隣

市町、具体的には神川町との協働事業もあり得るなということで、県のほうに地方再生、また

は社会資本、そういった観点から何か補助制度があれば、そういったものを利用するなりして

いきたいと考えております。一時も早いということはそういうことで、町単独の予算事業とし

てやるのではなくて、地方創生の考え方でこの道路事業、一時も早い形で進めたいと思ってお

ります。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 上里町には交番が１カ所しかないわけですけれども、町長の答弁によ

りますと、交番の設置もかなり難しいような答弁があったような気がするんですけれども、交

番や派出所が増設設置できるまでの間に、上里町内に警察車両の立ち寄り場所、待機場所、何

カ所か設置したらどうかということで、先ほど、町長の答弁、よく聞き取れなかったんですけ

れども、交通事故の抑止力のためにも待機場所、取り締まり、朝夕の警察車両の通学時間帯で

のパトロール、本庄警察署にお願いして、町長が取り締まりを警察と協議したいというふうな
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答弁をいただいたかと思いますが、ちょっと確認できませんでしたので、もう一度答弁をお願

いしたいと思います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 先ほど、私が交番の設置について、議員時代に一般質問で取り上げた

ときには、体育館の南側にある県道・本庄藤岡線のところの交差点のところです、あそこのと

ころを交通量調査というか、あそこのスペースを使って交番の設置をお願いしたところ、先ほ

どちょっと話しましたように１億円かかると、警察本部からそういう答えがあったということ

でございます。議事録、見ればわかると思うんですが、そういった経緯を踏まえたときに、あ

そこに警察官のパトロールカーの待機場所を設置したらどうかということで、町からそれを検

討していくということで答弁いただきました、当時です。私もそういう事情であればというこ

とでありましたが、その後、現在に至っているわけでございます。植原議員からありましたよ

うに、警察官の立ち寄り場所、または待機場所として、あそこを地元の所有者と交渉等を行っ

て、１つの候補地として、待機場所として考えていくのもいいかなと考えております。また、

本庄警察署のほうに確認をとりましたところ、幾つかこの待機場所の候補地があるそうです。

そういったところで候補地についていろいろ条件があると思いますので、そういったところを

含めて今後、検討していきたいと思っております。本庄警察署の交通課と調整しながら、一応

そういう方向で、候補地として検討させていただきたいと思っております。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） ８番植原です。

次に、道徳教育について再質問したいと思います。

教育長さんが道徳教育の目標についてということで答弁が、よりよく生きるために自己を見

つめ、多面的に深く理解することが大切であるというようなことを答弁されたかなと思ってお

りますが、何かもうちょっと何というのですか、なかなか難しい言葉を使われていたので、ち

ょっと理解するのが大変なんですけれども、道徳教育の目標というのは、私の考えだと小中学

校の児童生徒だけの目標ではなくて、大人になっても一生涯続いていく目標ではないかなと私

は思っているんですけれども、教育長はどのようにお考えでしょうか。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 大変難しい言葉を使って申しわけございませんでした。学習指導要
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領という私たちが守らなくてはならないバイブルがあるわけですけれども、そこで述べられて

いる道徳教育の目標についてこれ、しゃべらせていただいたものですから、大変専門家同士で

やりとりする、そういう言葉を使わせていただきました。申しわけございません。

大人になってからも考えなくちゃならないというのは、もう当然のごとく、私たちがやはり

道徳性を持って、よりよい社会の一員として生きていくというのは大変重要であるというふう

には思っております。しかしながら、現在はどんなものなのかということで、非常に、現場で

子どもたちを教えてきた人間として、大変心苦しい部分を持っておるのもまた事実でございま

す。持論なんですけれども、子どもたちは学校だけの教育では絶対育たないというふうに思っ

ています。学校の教育で育つためには、やはり家庭が大切なのかなと。よく、昔からのことわ

ざに、子供は家庭で芽を出し、学校で花を咲かせ、地域で実を実らせるというふうなことわざ

がございます。我々もその気持ちを持っていろいろやっているわけですけれども、最終的には

地域社会に出たときに、子どもがどういうふうな道徳心を持って実践をできるようにしていっ

たらいいのかということを考えて、学校では道徳教育を進めているわけでございます。したが

って、学校での道徳教育というのは、その道徳教育をしたから、子どもたちがきちっと実践で

きるかといいますと、全く未定でございます。やはり、地域の中でどれだけ、あるいは家庭の

中でどれだけ道徳に関することを指導され、教えられているかということが重要なのではない

かなというふうに思っております。そうすることが大人社会になっても、この道徳性を持った

人間に育っていくのではないかなというふうに思っています。教育は、先ほど答弁の中に、教

育の目標は人格の完成だというふうに述べさせていただきましたけれども、人格というのはそ

の人が生まれ育った中、生きている中で育ってくるものであるというふうに思っておりますの

で、地域の皆さん方、あるいは家庭と一体となって子どもたちの道徳性を養っていきたいなと

いうふうに思っているところでございます。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 次に、道徳の授業と評価のところで再質問をさせていただきたいと思

います。

先ほど、教育長の答弁の中で、道徳の授業と評価、評価はどのようにするかというところで

答弁されたのが、５、４、３、２、１ではなくて記述式、そして他者との比較ではなくて、い

かにその児童生徒が成長したか、そういうところを評価するんだということで理解いたしまし

た。ただ、道徳心というのは子どもの心の中にあると思うんですよ。その心の中からいかに引

き出して道徳の授業を行い、その結果を評価する。極めて難しい、私は問題であると考えてい
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ます。保護者は児童生徒と一緒にいますので、自分の子どもの心を見きわめたりしているわけ

ですけれども、先生方は果たしてちゃんと自分の子どもを理解して評価してくれるのか。非常

に疑問とか不安を持っていると思うんです。そういうところ、非常に難しいと思いますが、教

育長のお考えをお聞きしたいと思います。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 一番難しいことを御質問いただきましてありがとうございます。

心の中は子どもたちの心、私たちの心もそうですし、どうやって心を見抜くかということは

全く難しい話ではないかなというふうに思います。したがって、道徳でどう評価するのかと言

われると、うっと詰まってしまうんですけれども、やはりしかし、１年間、道徳の授業は年間

35時間ございます。35項目ございます。それらを一つ一つの項目で言うと、子どもたちの反応

はみんな違います。ある項目では、いや、それがいいんだよと言う子どももいますし、違うと

言う子もいます。ところがこっちでは、最初に、よいと言った子は悪いと言うかもしれません。

いろんなところで子どもたちがこうやって、何というんです、絡み合っているわけです。それ

らをどうやって見きわめるかということで考えているのが、先ほど申し上げましたように、道

徳ノートです、教科書に道徳ノートという附属のノートがついております。道徳のノートとい

うのは道徳の教科書の中で勉強したこと、学んだことです、それらを子どもたちが自分の心を

出す、そしてメモする、書く、その都度、その都度、考えたことを書いていく。それら蓄積さ

れます。それらを踏まえながら教員は評価に結びつけていく。だから、ある項目では、ああ、

これはいい考えしているな、でもこっちの項目はおかしいねというように見きわめていくとい

うことです。ですから、項目ごとの評価ではなくて年間を通して子どもたちがどれだけ最初の

ところから考え方を変えて行動していろんな、何といいましょうか、社会生活をしている、あ

るいは学校生活をしていくところに結びつけているんだろうかということを教員は蓄積しなが

ら評価していこうではないかと今、やっているところでございます。小学校はまだ始まったば

かり、まだあと３カ月ございます。３カ月の中で１年間の蓄積をどうするかということをやり

ます。

もう一つは、先ほど言いましたように、道徳ノートは家庭へ持ち帰れるようにしてあります。

親御さんが、子どもたちがどう考えたか、どういうふうに道徳教育をしてきたかということを

見ていただけるような仕組みをとっております。そうすると、保護者との懇談、面談というの

が年約３回、学校では行っておりますから、そういうところでも保護者の考え方を聞くことも

できるということです。うちの子はこう考えている、あのときはこうなんだというようなお話

を聞くこともできます。家庭訪問して保護者と接することもできます。いろんな資料を使いな
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がら心の中を覗くと言ったらいいでしょうか。あらわれてきたものを、あらわれてきたものだ

けで評価するのではなくて、心の、子どもたちの奥底の心も覗かなくてはならないという部分

なんです。そんなことを教員は今、道徳科の中で一生懸命やっているのが現状でございます。

３月、どんな評価を、教員が文言です、文章で書いてくれるか、評価してくれるか、今、楽

しみにしているんですけれども、多分、教員は一人一人の子どもをしっかり見つめて心配な道

徳評価をしてくれるものというふうに今、私は考えているところでございます。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 最後に、先ほどの、規範意識の低下と道徳教育の必要性のところで再

質問をさせていただきたいと思います。教育長の答弁は、ここのところで、人間としてよりよ

く生きるため、善悪を見きわめる力を身につける、あるいは自他の権利を大切にすること、こ

のように答弁されたかなと思いますが、教育委員会が全ての学校で適切な道徳の授業が行われ

ているかどうか、厳重に監視していくべきだと私は思っております。形骸化しないように教育

委員会の監視は必要だと思っておりますが、教育長はどのように考えておられますか、質問を

いたします。

○議長（新井 實君） 教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 学校が今、何をやっているか。一番は子どもたちにどんな教育をし

ているのか、どういう計画の中で教育をしているのかというのは、私どもは常に監視と言った

らおかしいかもしれないですけれども、見つめております。その一つの手段といたしまして、

指導主事が学校訪問をする、我々も定期的に今、年間何回か訪問に回って、教員の授業の実態

等も見させてもらう。あるいは、私たちだけではなくて、県のほうの指導主事も見入って学校

訪問していただく。文教委員の先生方にも年に１度だけは学校訪問していただいて、授業の様

子を見てほしいなというふうにお願いをしている。教育委員もやはり同じように訪問しながら

やっています。

基本となるのは、いわゆる年間の指導計画という計画を各学校とも立てております。その中

でどのくらいのまず、授業を展開しているのか、授業をやっているのかということを抑えさせ

ていただいております。そのチェックだけはきちっとさせていただいております。年間指導計

画に沿った事業時数が足りませんと、実は子どもたちを卒業させるわけにはいきません。年間

指導計画に沿った、いわゆる学習指導要領で示された授業時数だけは確保しなくちゃならない

ということです。時数だけ確保すればいいのかということではなくて、やはりそれには質が伴



－111－

っていかなくてはいけないだろうということで、我々教育委員会としましても、７校の先生方

がどのような授業展開をしているのかということを見せていただきながら、あとは校長からの

ヒアリング、あるいは教頭からのヒアリング等もしながら着実に計画どおり進められていると

いうことを確認してまいりたいなというふうに思っています。

道徳教育だけではなくて、主要教科全てがやはり同じような観点でもってお願いをしている

ところでございます。

以上です。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員。

〔８番 植原育雄君発言〕

○８番（植原育雄君） 以上で質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長（新井 實君） ８番植原育雄議員の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午後２時４８分休憩

────────────────────────────────────

午後３時５分再開

○議長（新井 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続行いたします。

４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕

○４番（飯塚賢治君） 皆様、こんにちは。議席番号４番、公明党の飯塚賢治です。議長のお

許しをいただきましたので、一般質問をいたします。

今回、私の質問事項は、１、身体障害者の車につけるマークについて、２、ブロック塀の安

全性確保について、３、建設業に関する施工時期の平準化について、４、風疹対策について、

５、観光・交流のまちづくりの推進について、以上５項目であります。通告順に質問をいたし

ますので、御答弁のほどよろしくお願いをいたします。

では、最初の質問１、身体障害者の車につけるマークについてであります。

先日、身体障害を持ち、車をみずから運転し、車椅子で移動しているクローバーマークの方

から話をお聞きしました。身体障害者駐車スペースに車をとめようとしたところ、スペースに

あきがなく、あくのを待っていると、車椅子マークの車に健常者の人が同乗者もなく１人で運

転して出ていってしまいました。利用者が困ってしまうケースがよくありますということであ

りました。

身体障害者の車につける車椅子マークやクローバーマークは、100円ショップやホームセン
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ター、ネット通販などで誰でも購入できます。事実、私もショッピングセンターなどで車椅子

マークはあるが、車椅子を積んでいない、同乗者もいない、許可証も掲示されていない車を幾

度か目にしたことがあります。青くペイントされているスペースは、本来車椅子使用者や歩行

が困難な人など、車の乗降にドアを全開しなければならない人のためのものであります。障害

者手帳を家族が持っているからといって、全て車椅子マークをつけて青ペイントスペースに置

いていいということではないと思います。応急的に利用したい場合（妊婦さんやけがをされた

方など）は、自治会が発行する許可証をもらい受け、必要なくなったら返納するということに

なっています。

そこで、車椅子の乗降で利用する方、警察や自治体から許可証をもらい受けされている方に

対し町が発行するはっきりとわかる印になるものを用意してもらいたいと私は考えますが、町

長のお考えをお聞かせ願います。

続きまして、２、ブロック塀の安全性確保について、①通学路におけるブロック塀の安全性

確保について伺います。同僚議員からも質問があったことですので、少々角度を変えて伺いま

す。

おととし実施された通学路の総点検での危険箇所について、対処した内容を一覧で見ました。

私も質問いたしましたとおり、一覧にして示してくださっております。町内全部で32カ所、全

て対策を講じてございます。しかし、通学路におけるブロック塀は１つも入っていないのであ

りますが、これは点検項目に入っていなかったのかどうかを伺いたいと思います。

通告では、①通学路と②災害時の避難路の塀について分けてしまいましたが、関連性または

共通の道路を示すことになるため、①と②を一括として質問させていただきます。

国土交通省は、地方自治体が指定する避難路沿いの塀について、一定の長さを超える場合は

耐震診断義務を課す方針を決めました。災害時に救助や輸送が滞ることを防ぐための対応で、

来年１月に施行することになっています。耐震基準が強化された1981年以前につくられたもの

で道路幅４メートルの場合、長さ25メートル超、高さ80センチ超の塀が対象とあります。長さ

は自治体が独自に８メートル以上まで引き下げることも可能とされます。一戸建てなど、小規

模な建物の８メートル未満の塀は対象外とし、診断義務を課された塀の所有者は自治体に報告

する必要があり、自治体は一定期間後に公表することになっています。

そこで、我が町にもこうした塀が幾つかあると思われます。私は早期対策が必要であると考

えますが、町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

次に、３、建設業に関する施工時期の平準化について、①施工時期の平準化と適切な工期の

確保について伺います。

施工時期等の平準化は、人材、資機材の効率的な活用や担い手の処遇改善にも資することか
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ら、以前に通知がなされ、施工時期等の平準化に努めることになっています。しかし、埼玉県

へ県内建設業団体より改善要望が出されています。要望理由は、建設業は他の産業に比較して

高齢化が進んでいる一方、長時間労働や厳しい現場環境等から若年者の確保が困難な状況にあ

り、近い将来、担い手の不足により、その社会的責務を果たせなくなることが危惧されており

ます。

本年３月に取りまとめられた政府の働き方改革実行計画では、所定外労働時間の上限規制の

対象外である建設業も、５年の猶予期間を置いて規制の対象になります。このため、生産性の

向上による長時間労働の是正や週休２日制の導入など、働き方改革を積極的に進めることが喫

緊かつ極めて重要な課題となります。しかし、建設業は受注産業であることから、これらの課

題解決には発注者の理解と協力が不可欠であります。生産性の向上には、年間を通して工事量

が安定し、限られた人材、資機材を有効に活用することが重要であることから、ゼロ県債の活

用や繰り越し制度の柔軟な運用などによる年間を通じた施工時期の平準化（年度内の工事量の

偏りの解消）と、週休２日制を実現できる適切な工期の確保をお願いします、という要望であ

ります。

これは、行政の努力次第でできることではないかと思うのですが、例えば債務負担行為の積

極的な活用、余裕期間の設定、繰り越し制度の適切な活用等により施工時期等の平準化は可能

であると私は考えますが、町長にお伺いいたします。

次に、４、風疹対策について、①風疹の抗体検査について伺います。

今、風疹の流行が拡大しています。国立感染症研究所によると、この２カ月間で、国内の患

者報告数は毎週100人以上のペースで増え続け、流行の勢いは依然衰えておりません。そこで、

対策を講ずる意味を含めて、県の取り組み事業について確認しておきます。

風疹は、予防接種で予防可能な感染症です。しかし、ワクチンの接種で十分な免疫ができれ

ば感染することはないということです。かつては小児のうちに風疹に感染し、自然に免疫を獲

得するのが通常でした。しかし、風疹ワクチンの接種率の上昇で、自然に感染する人は少なく

なっています。平成２年４月２日以降に生まれた人は２回、公費でワクチンを受ける機会があ

ったのですが、昭和37年度から平成元年度に生まれた女性及び昭和54年度から平成元年度に生

まれた男性は受けても１回であります。そして、昭和54年４月１日以前に生まれた男性は１回

もその機会がなく、十分な免疫を持たない人たちが蓄積されたので、20代から50代までの方た

ちを中心に流行したと言われています。

今年度、埼玉県では風疹の抗体検査が無料で受けられるとされていますが、対象者の要件が

あります。また、その対象者が風疹の抗体検査を希望した場合、所定の申告書に記入の上、医

療機関一覧に出ている町内７カ所の医療機関で検査を受けることができます。このことは町内
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対象者にどのように周知され、どのような対応になっているのか町長にお伺いします。

続きまして、②大人の風疹予防接種について伺います。

現在では、定期予防接種は子どもさんに対して行っています。標準的な接種期間は、第１期、

生後12カ月から生後24カ月に至るまでの間、第２期は小学校就学前の１年間となっています。

定期予防接種以外の方は、任意に自費で接種することになります。抗体検査等で抗体価が十分

であると確認できた方を除き、特に注意が必要なことは、妊娠中は予防接種ができないため、

妊娠中の方への感染を予防することが一番大事なことであります。そのため、妊婦の夫、子ど

もさん、その他の同居家族は予防接種を検討くださいと県では呼びかけています。

本年、流行が拡大したこともあって、来年春先、再び流行しなければよいのですが、十分な

免疫を持たない世代が今なお大勢いるわけですので、予防接種をしていただくよう呼びかけが

必要であると私は考えます。町長、いかがでありましょうか、お考えをお聞かせ願います。

次に、５、観光・交流のまちづくりの推進について、①水辺環境保全ゾーンの整備について

伺います。

第５次上里町総合振興計画を見ると、上里スマートインターチェンジの開設は、観光、交流

の振興に大きな役割を果たすと期待されており、農村公園などの関連施設の整備を進め、効率

的な集客につなげていきます。とあります。

私は、このことを踏まえ、さきの選挙において、バーベキュー施設をつくったら、年齢を問

わず幅広い方たちが訪れると思い公約にしてまいりました。近場のバーベキュー施設を幾つか

見学するたびに、その思いは高まっていきます。「バーベキューに関するアンケート」を見る

と、３年以内に１回は行ったという方が80％を超え、１年以内に実施したことがあるは50％と、

バーベキューがレジャーとして定着していることがうかがえます。上里ブランドの食をマッチ

ングさせて、おいしいものが食べられるバーベキュー施設、手ぶらで気楽に日帰りができると

あれば需要はあると思うからであります。国有である水辺環境保全ゾーン、今は見る限り荒れ

果てていますが、公園として整備することが可能ではないでしょうか。計画を立てる協議をし

てみてもいいのではないかと私は考えますが、町長のお考えをお聞かせ願いまして、壇上から

の質問を終了いたします。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員の質問に対して町長の答弁を求めます。

町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 皆さん、こんにちは。

ただいまの飯塚賢治議員の１、身体障害者の車につけるマークについてのお尋ねのうち①障

害者同乗時、はっきりわかる印についての質問でございます。
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公共施設や民間施設では、車椅子利用者や杖を使用するなど、移動が困難な方のために、幅

の広い駐車区画が整備されるようになりました。

議員のお話のとおり、現状は必ずしも必要としない方々の利用により、必要としている方々

が利用できない問題も発生しております。その適正な利用が求められているところでございま

す。

埼玉県と町では、障害者用駐車場を青色として目立たせることで、障害者用駐車場の不適正

利用を抑止するため、障害者用駐車場青色塗装事業を推進しております。町では平成28年度か

ら実施し、平成31年度までに町内の公共施設が全て塗り終わる予定になっております。

また、外見からはわかりにくい身体内部の障害をお持ちの方もいらっしゃいますので、本当

に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、利用できる障害者の範囲を設定し、

条件に該当する希望者に協力施設で利用できる利用者証を交付する取り組み、いわゆるパーキ

ングパーミットが行われています。協定を結んだ協力施設での利用となるため、より広範囲で

実施することで利用者の利便性が高まることから、全国的な相互利用が開始されております。

車での移動は町内にとどまりませんので、利用者の利便性を第一に考えますと、町独自での

導入ではなく、広域での利用が好ましいと考えております。埼玉県では導入しておりませんの

で、今後、町村会を通じて埼玉県に要望してまいりたいと思います。一人一人がマナーと思い

やりを持って暮らしやすい社会づくりのために、積極的に働きかけてまいりたいと思っており

ます。

２、ブロック塀の安全性確保についての①通学路におけるブロック塀の安全性確保について

は、教育に関することですので、教育長から答弁させていただきます。

次に、２、ブロック塀の安全性確保についてのお尋ねのうち②避難路沿いのブロック塀の安

全対策についてでございます。

本年６月の大阪府北部を震源とする地震において、塀の倒壊によりとうとい命が奪われまし

た。町民の皆様にこのような悲惨な事故が起きぬよう、町では地元回覧や、広報かみさとで、

ブロック塀等の自己点検のお願いをしているところでございます。

議員お話しのとおり、国土交通省は避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の

義務づけ対象に追加いたしました。閣議決定された内容等につきましては、詳細がわかり次第、

町のホームページや広報かみさと等で周知してまいりたいと思います。

上里町内におきましても、自己点検や耐震診断で不適合となるおそれのあるブロック塀等が

あった際は、耐震改修等を速やかに行っていただけるよう、所有者へ早急な対応をお願いして

まいりたいと考えております。

次に、３、建設業に関する施工時期の平準化について、①施工時期の平準化と適切な工期の



－116－

確保についてでございます。

建設業に関する施工時期の平準化についてですが、年間を通じた切れ目のない公共工事の発

注は、限られた技術者や技能労働者、資材の有効活用につながり、地域の担い手となる建設業

者の経営の効率化及び安定化を図るためにも重要であると考えております。同様に、適切な工

期の確保につきましても、工事の性格、地域の実情、自然条件、建設労働者等の休日等に関す

る不稼働日等を踏まえ工事施工に必要な日数を確保するなど、適切に設定することで建設業に

携わる労働者の処遇改善になり、中・長期的な担い手の確保や公共工事の品質向上の観点から

大変重要であると考えております。

議員御指摘のとおり、債務負担行為や余裕期間制度の活用も施工時期平準化に向けた取り組

みとして国が推奨しているところですので、町としましても活用を検討してまいりたいと考え

ております。

また、繰り越し制度の活用でございますが、現在町ではやむを得ない理由で年度内に工事が

終わらないと判断した場合は繰越明許費の設定は可能であるので、総事業費を勘案しながら活

用してまいりたいと考えております。

何といっても、速やかに工事の発注手続を開始するには早期に設計、積算までを完了させる

ことが重要であります。庁内におきましても発注担当課との間で意思統一を図り、早期発注に

努力し、適切な工期を確保してまいりたいと考えております。

次に、４、風疹対策についての御質問にお答え申し上げます。

まず、①風疹の抗体検査についてでございます。

飯塚議員のお話のとおり、現在、例年と比較し、関東地方を中心に風疹の患者数が増加して

おります。

風疹の患者の多くは30代から50代の男性が占めており、この年代の男性においては、風疹の

予防接種を受ける機会が１回もしくは受ける機会のなかった方たちで、風疹の抗体価が低い方

が２割程度存在していることがわかっております。

風疹は、妊娠20週ごろまでに妊婦が感染すると、胎児も風疹ウイルスに感染し、目や耳、心

臓などに障害を持つ先天性風疹症候群の赤ちゃんが生まれる可能性が高くなっております。そ

のため、産まれてくる赤ちゃんを守るために、妊婦さんへの感染予防がとても重要なことと捉

えております。

町では、妊娠届け出をされた妊婦さんには、妊娠中に注意が必要な感染症について、周知の

ためのチラシを配付しております。また、風疹抗体検査を含む妊婦健診助成券を交付しており

ます。検査の結果、抗体価の低い場合は、外出時の注意や、夫や同居家族に抗体検査を行い、

予防接種を受けるよう注意喚起しております。



－117－

また、赤ちゃん訪問の際、風疹の抗体価が低かったお母さんへは、次の妊娠前に予防接種を

受けるよう勧めているところでございます。

現在、埼玉県で実施しております風疹の抗体検査については、県のホームページで周知して

おります。お問い合わせ等があった際にもお知らせしているところですが、ここ最近の風疹の

流行を受けまして、早急に町のホームページに周知したところでございます。

また、乳幼児健診、妊娠届け出の際においても、より詳しく説明してまいりたいと考えてお

ります。

次に、②の大人の風疹予防接種についてでございます。

先ほどお話ししましたように、町では妊産婦さんへ、その家族も含めた注意喚起や予防接種

勧奨を行っているところですが、十分な免疫を持たない世代もいるため、職場で感染する方も

多いと考えられております。

風疹感染の拡大を受けて、国は、患者の多数を占める30代から50代男性の抗体検査や予防接

種の原則無料化を検討しているとの情報がございます。町といたしましては、国の動向を見な

がら、対象者や金額など制度設計について検討してまいりたいと考えております。

最後に、５、観光・交流のまちづくりの推進についてのお尋ねのうち①水辺環境保全ゾーン

の整備についてでございます。

上里スマートインターチェンジ西側の整備につきましては、第５次上里町総合振興計画や上

里町都市計画マスタープランの方針に従い、新たな集客施設の整備を進めていきたいと考えて

おります。

そこで町では、上里サービスエリア周辺地区整備事業推進庁内連絡協議会を設置し、今後の

整備方針等について検討を進めているところでございます。

本年10月には、神流川の管理者である国土交通省高崎河川国道事務所も交えて、意見交換会

を開催したところでございます。

神流川右岸の河川敷は、昭和61年に八町河原から長浜に至るまでの広い範囲を都市計画緑地

である上里町烏川・神流川総合運動公園として位置づけております。しかしながら、現在整備

されているのは忍保パブリック公園、上里ゴルフ場、宮多目的サッカー場のみとなっておりま

す。

今後は、民間事業者及び地元住民、河川管理者である国土交通省高崎河川国道事務所と連携

しまして、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す国の支援制度などの活用も

視野に入れながら、上里スマートインターチェンジ周辺地区の整備を進めていきたいと考えて

おります。

以上です。
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○議長（新井 實君） 次に、教育長の答弁を求めます。

教育長。

〔教育長 下山彰夫君発言〕

○教育長（下山彰夫君） 飯塚賢治議員の２、ブロック塀の安全性確保について、①通学路に

おけるブロック塀の安全性確保についての御質問にお答え申し上げます。

平成28年度に実施された通学路安全総点検についてでございますが、この総点検は主に交通

安全を目的としたものでありますので、ブロック塀の危険性については点検項目に入っており

ませんでした。

通学路に関するブロック塀につきましては、本年６月18日の大阪府北部地震において、通学

途中であった児童のブロック塀倒壊による死亡事故をきっかけとし、埼玉県教育局の通知を受

け、学校のブロック塀の状況や通学路等の安全点検を緊急に実施したものでございます。

その結果といたしましては、沓澤議員の御質問にお答え申し上げましたが、町内小・中学校

のブロック塀につきましては、神保原小学校の南側ブロック塀にひび割れ等が確認されました

ので、既に撤去し、新しいフェンスを設置済みでございます。

また、通学路につきましては、各学校の教職員が目視による点検を行った結果、危険と思わ

れる箇所が全部で29カ所ございました。内訳は、通学路沿いに崩壊の危険性がある箇所が５カ

所、ブロック等の塀の高さが2.2メートル以上で危険と考えられる箇所が８カ所、そのほか災

害発生時に危険と思われる箇所が16カ所でございました。

判明した危険箇所を通る児童生徒には、登校班ごとに注意喚起を行い、また見守り隊の方々

にも危険箇所の周知を行い、児童生徒の登下校時には注意をしていただいておるところでござ

います。

そのほか、一斉下校時などの指導において、危険を予測し回避するなど、自分自身の判断で

身を守ったり、迅速に避難できるよう、安全教育を行ってまいりたいと考えておるところであ

ります。

今後とも、保護者や地域の皆様とより一層連携し、児童生徒の安全確保に向け取り組んでま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕

○４番（飯塚賢治君） 御答弁のほどありがとうございました。

何点か再質問をさせていただきます。

ブロック塀の今、教育長のほうから御報告いただきました。結構あるものだなというふうに
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感じまして、今後、避難路に対してのことでいえば、耐震基準に不適当な塀があった場合、先

ほどしっかり指導をしていくと町長のお話がありましたけれども、どういった形で説得できる

ものなのか、また今までの経験等もあったのか。非常に1981年前のブロックというと、もうそ

のまま多分黒ずんじゃっていて大変な状況の壁を見ます。私も点検しに行ってまいりましたと

ころ、４件見つけられましたので、そういったところをその所有者の方が直してくれるものな

のかどうか、ちょっとどういう指導になっているのか伺います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 飯塚議員の御質問に対して答弁させていただきます。

私も、日常的に町なかを歩いてみてちょっと危険だなという箇所があります。これは、例え

ばアパートのところに子どもの通学路にもなるようなところがあって、じゃそのアパートのオ

ーナーにどうやって話を持っていくかというところでちょっと心配しているわけですが、耐震

基準等は不適当なという話がございましたとおり、こういうことについてはやはり早急に対策

が必要だということで考えておりまして、こういった耐震基準等の専門家とか、埼玉県の熊谷

建築安全センターというのがございまして、そこと協議しまして、所有者に対しての指導をす

ることができるかどうか検討させていただいて、できればそういった指導を早急にやれるよう

なことに持っていきたいと思っております。

以上です。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕

○４番（飯塚賢治君） 指導をしっかりしてくださるということではあるんですが、同僚議員

のほうからも話があったとおり、私は思います。補助金をやはり出すべきだと。そして、その

辺を何とかよく納得していただいて、そうでなければ、いつまでたっても、いつまでたっても

危険を回避することができない。今までそういった事柄も何件かあるわけですから、そういう

ふうなことを早急に速やかにその発覚した時点でお考えになっていただけるかどうか、町長に

伺います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 補助金を出すかどうか検討していくことでございますが、特に通学路

に関するところは、大変危険性というか、そういうところで町でも撤去や改修等を費用を助成

できる、そういう制度は今ありませんが、そういった観点も含めて、助成制度を検討してまい

りたいと。今後調査して、研究も含めて考えていきたいと思っております。
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以上です。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕

○４番（飯塚賢治君） ありがとうございます。

じゃ、続きまして、２の風疹対策のほうでお聞きします。

今までに町民の皆様が町内の医療機関で行われている抗体検査のそうした結果が出ているの

かどうか。これは、把握しているかどうかお伺いします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 抗体検査の結果ということでございますね。埼玉県に問い合わせしま

して、上里町の検査数と抗体数の低い方の数は、平成26年度10人中２名、平成27年度が10人中

３名、平成28年度が11人中７名、平成29年度が12人中６名ということになっております。

以上です。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕

○４番（飯塚賢治君） ありがとうございます。半分ぐらいの人が受けているという。１つは、

周知がうまくいっているのかなというふうに思います。

先ほど厚生労働省のほうで2019年度から抗体検査について、30代から50代の男性が無料で受

けられるという、これを公費で賄う方針というのを入ったということでございますので、それ

はしっかり町としても検討するという内容でございました。是非よろしくお願いします。

それで、大人の風疹予防接種に対し、県内市町村では18団体が費用の一部を助成しておると

ころでございます。これをいち早くは、また例によって美里町がすぐ対応に乗り出したんです

けれども、広域のほうでも考えられるかどうか、また上里町独自でやっていけるかどうか、町

長、伺います。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 繰り返しになりますが、一部を助成している部分があるんですが、国

や県の動向を見ながら、また近隣市町村や医師会との調整を図りながら検討していきたいと思

っております。広域での話もありましたし、町でも独自でお問い合わせありましたが、こうい

った状況を踏まえて今後検討していきたいと思っております。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕
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○４番（飯塚賢治君） 観光・交流のまちづくりの推進について伺います。

この観光・交流のまちづくりですが、スマートインター付近、神流川流域であり、水辺環境

保全ゾーンというふうに言って指していますが、そこを整備することによって、神流川の中で

ございますので、国が創設した支援事業等を利用させていただいて、現在その大変に荒れ果て

ているところを公園としてもうみんなが楽しく散策ができるようなものをつくり上げていくと

いう考えもあるんですけれども、この辺は町長、その辺のお考えというのはいかがなものでし

ょうかね。お伺いします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 先ほど答弁で申し上げましたとおり、国土交通省の高崎河川事務所と

一応このことについて検討チームというか、協議会という形で含めて検討してまいります。こ

の辺は、サービスエリア周辺の観光地化というところで、先ほど答弁で言いましたように、協

議会等の中で連絡協議会等で整備方針について検討しております。ただ、この地域については、

今後平成29年３月に策定した上里町農業振興プロジェクトというのがございまして、観光農園

や農業体験等、そういったところで包括的に実現できるか、こういったサービスエリア周辺、

それから河川内も含めて観光地化の方向で検討していますので、そういった全体的な絵が描け

るよう町としても考えていきたいと思っております。整備方針を今後詰めていくということで

御理解いただければと思っております。

以上です。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員。

〔４番 飯塚賢治君発言〕

○４番（飯塚賢治君） ４番飯塚です。

今、そういう検討をしていられるというお話でした。先ほどから随分出ていますリバーサイ

ドロードを早く着手してほしいという内容でございます。私も、これが完成した青写真を自分

の頭の中で描くと、やはりバーベキュー施設なんですね。もうどこから来ても、どこの人たち

が来ても、食と要するにレジャーですね。そういったものを兼ねたバーベキューというのはも

う楽しい施設になるのではないかと。そして、町長の中にあります要するに稼げる町というこ

とも考えて、バーベキュー施設、その量にもよるでしょうけれども、私は北関東一のバーベキ

ュー施設というのが１つの夢でございますけれども、そういった町長の要するに資料の中にも

ありました、公約的にうたっておられましたように、やはりバーベキュー施設って町長もおっ

しゃっていましたよね。同感でございます。私もそういうふうに思いますので、是非こういっ

た有効ではないかと思いますので、慎重であっていいと思いますけれども、しっかり検討を重
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ねていただいて、結果を町民の皆様に問うようにしてももらっていただいて、皆さんが納得の

上でそうしたものを着手するという考えでやっていきたいと思いますので、是非最後に町長の

そのバーベキュー施設の理由、その辺もちょっと教えていただいて、私の質問を終了します。

よろしくお願いします。

○議長（新井 實君） 町長。

〔町長 山下博一君発言〕

○町長（山下博一君） 飯塚議員からバーベキュー施設ということでございました。先日、11

月17、18日、サービスエリアの拠点のカンターレさん、それからアグリパークさん、それから

中央軒煎餅さんと農協、ＪＡさんとあそこでイベントありました。あのときに動物を放しまし

て、本当に子どもたちが動物にたわむれている、そういう風景というか、大変好評だったとい

うことを伺っています。

私も、あそこの近くで昔ヤギを飼ったなんていう話もちょっといたしたと思うんですけれど

も、議会でね。そういうことも含めて、バーベキューについては、先ほど農村公園とか、観光

農園とか、農業体験とか含めて、あそこにバーベキュー施設ができれば、地元産の食材が提供

されることが予想されますし、地元の農業振興もそれにあわせてすばらしいものなのではない

かと思っております。食材の提供についても、地元の事業者とか、そういった協力関係を持っ

て今後進めてまいりたいと思いますので、是非御協力、御理解いただければと思っています。

以上です。

○議長（新井 實君） ４番飯塚賢治議員の一般質問を終わります。

以上をもって、本定例会に通告のあった一般質問は全部終了いたしました。

──────────────────◇──────────────────

◎散 会

○議長（新井 實君） 本日はこれをもって散会いたします。

大変御苦労さまでした。

午後３時４９分散会


